
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための 

措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について周知するものです。 

事 務 連 絡 

令和７年12月26日 

各都道府県教育委員会担当事務主管課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各指定都市教育委員会担当事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた 御中 

各地方公共団体の学校設置会社担当課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

高等専門学校を設置する各公立大学法人担当課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について 

本年12月 24日に、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力

等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令（令和７年政令第 

439 号）及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律施行令（令和７年政令第440号）が公布され、また、12

月 25 日に、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律施行規則（令和７年内閣府令第 104 号）、幼保連携型認

定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令

（令和７年内閣府・文部科学省令第５号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理

大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

件（令和７年内閣府・文部科学省告示第３号）、学校設置者等及び民間教育保育等事



業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第十二条

第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置（令和７年こども家庭

庁告示第 10 号）及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力

等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこども家庭庁長官が定め

る表示を定める件（令和７年こども家庭庁告示第 11 号）が公布されたことに伴い、

別添のとおり、こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長及び文部科学省初等

中等教育局長より各都道府県知事、各指定都市市長、各中核市市長及び各児童相談

所設置市長に対して通知が発出されましたので、この旨周知します。 

児童生徒等に対する性暴力等は、児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等

に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるも

のであり、断じて許されるものではありません。これまでも、学校設置者等におい

ては、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法律

第 57 号）に基づく取組をはじめとして、児童生徒等への性暴力等の防止に向けて

様々な取組を進めていただいているところではありますが、改めてその取組を徹底

いただくようお願いします。 

都道府県教育委員会におかれては、所管の学校（専修学校（高等課程を置くもの

に限る。）を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員

会を除く。）に対し、指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、都道府

県及び構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、

所轄の学校及び学校法人等に対し、国公立大学法人におかれては、その設置する附

属学校に対し、独立行政法人国立高等専門学校機構におかれては、その設置する高

等専門学校に対し、高等専門学校を設置する公立大学法人及び学校法人におかれて

は、その設置する高等専門学校に対し、厚生労働省におかれては、所管の専修学校

（高等課程を置くものに限る。）に対し、周知をお願いします。 

（別添）「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について（通知） 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局政策課企画調整係 

電 話：03-5253-4111（内線：2641） 

Ｅ－mail：soseisk@mext.go.jp 
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こ 成 保 第 ６ ８ ６ 号 

こ 支 総 第 ３ ０ ３ 号 

７文科初第１９２７号 

令和７年 12 月 25 日 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

児童相談所設置市長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長 

文部科学省初等中等教育局長 

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための 

措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について（通知） 

 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する

法律（令和６年法律第 69 号。以下「法」という。）の施行に伴い、学校設置者等及び民間教育保育等

事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令（令和

7 年政令第 439 号。以下「期日令」という。）及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児

童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令（令和７年政令第 440 号。以下「施行令」

という。）が、令和 7年 12 月 24 日に公布されたところです（別紙１及び２参照。）。 

 また、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

関する法律施行規則（令和 7 年内閣府令第 104 号。以下「施行規則」という。）、幼保連携型認定こ

ども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令（令和 7 年内閣府・

文部科学省令第５号。以下「幼保連携型認定こども園設備運営基準一部改正命令」という。）、就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定

に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正す

る件（令和 7年内閣府・文部科学省告示第３号。以下「認定こども園設備運営基準一部改正告示」と

いう。）、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

関する法律施行規則第十二条第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置（令和７

年こども家庭庁告示第 10 号。以下「情報管理規程告示」という。）及び学校設置者等及び民間教育

別添 
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保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこど

も家庭庁長官が定める表示を定める件（令和 7年こども家庭庁告示第 11号。以下「認定マーク告示」

という。）が本日（令和 7年 12 月 25 日）に公布されたところです（別紙３～７参照。）。 

 その趣旨及び内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周

知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。また、都道府県知事におかれ

ては、管内市町村（特別区を含む。）への周知徹底を併せてお願いいたします。 

 

 

記 

 

第１ 期日令（別紙１） 

 １ 内容 

   学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律の施行期日は、令和８年 12 月 25 日とすること。公布の日から起算して２年６月を超

えない範囲内において政令で定める日とされているところ、当該施行期日等を定めるもの。 

 

 ２ 施行期日 

  この政令は、公布の日（令和 7年 12月 24 日）から施行すること。 

 

第２ 施行令（別紙２） 

１ 主な内容 

 （１）民間教育事業に係る従事者の人数の要件（第１条関係） 

     法第２条第５項第３号に規定する民間教育事業について、技芸又は知識の教授を行う者の人

数が「政令で定める人数」以上であることを要件としているところ、当該人数を３人とするこ

と。 

 

（２）特定性犯罪に該当する条例で定める罪及び経過措置（第２条、附則第２項及び第３項関係） 

① 法第２条第７項に規定する特定性犯罪のうち、都道府県の条例で定める罪であって政令

で定めるものについては、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例で

定める罪とし、内閣総理大臣は、これらの条例の規定のうち、当該罪を定めるものを公示す

るものとすること。 

② また、現行の条例だけでなく、過去の条例で定められていた同様の罪についても特定性犯

罪としてみなすものとすること。 

 

（３）やむを得ない事情がある場合の犯罪事実確認の期限（第３条及び第５条関係） 

     法第４条第２項又は第 26 条第２項の規定に基づき犯罪事実確認を行う場合における犯罪事

実確認の期限について、業務に従事させた日から６月以内で「政令で定める期間」を３月（た

だし、事業者の責めに帰することができない事由により犯罪事実確認の完了に３月を超える期
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間を要すると認められる場合として内閣府令で定める場合は６月）とすること。 

 

（４）施行時現職者及び認定時現職者の確認期限（第４条及び第６条関係） 

法第４条第１項に規定する施行時現職者については、施行日から起算して３年以内で政令で

定める期間を経過する日（法第 26 条第１項に規定する認定時現職者については、認定等（認

定又は共同認定をいう。以下同じ。）の日から起算して１年以内で政令で定める期間を経過す

る日）までに犯罪事実確認を行わなければならないこととされているところ、当該期間につい

て、施行時現職者に係るものについては３年、認定時現職者に係るものについては１年とする

こと。 

 

（５）手数料の額（第７条関係） 

認定等を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、実費を勘案し

て政令で定めることとされているところ、当該額を３万 1500 円（電子申請による場合にあっ

ては、３万円）とすること。 

 

（６）権限の委任（第８条関係） 

法第 42 条において、内閣総理大臣は、法に規定する内閣総理大臣の権限のうち、政令で定

めるものを除いて、こども家庭庁長官に委任することとされているところ、当該政令で定める

ものは、法第 41条（関係大臣への協議）に係る権限とすること。 

 

（７）その他 

その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

２ 施行期日 

   この政令は、法の施行の日（令和８年 12月 25 日）から施行すること。 

 

第３ 施行規則（別紙３） 

 １ 主な内容 

（１）定義関係 

① 教員等の定義関係 

ア 学校関係（第１条関係） 

法第２条第４項第１号ハの学校の教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府

令で定めるものは、助手、技術職員、スクールカウンセラー、特別支援教育支援員、部活

動指導員、学校司書、指導補助者並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関

する法律（令和３年法律第 57 号）第 21 条に規定する者及びこれに類する者のうち、支配

性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で児童等に接するものとすること。 

イ 専修学校関係（第２条関係） 

法第２条第４項第２号の専修学校の教員の業務に類する業務を行う職員として内閣府
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令で定めるものは、助手並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法

律第 21 条に規定する者に類するもののうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下

で生徒に接するものとすること。 

ウ 幼保連携型認定こども園関係（第３条関係） 

法第２条第４項第３号ハの幼保連携型認定こども園の教職員の業務に類する業務を行

う職員として内閣府令で定めるものは、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設

備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）第３条

の３に規定する児童等対象業務従事者（同号イ及びロに掲げる者を除く。）とすること。 

 

② 民間教育保育等事業者の定義関係 

ア 高等学校の課程に類する教育を行う事業関係（第４条関係） 

法第２条第５項第２号の高等学校の課程に類する教育を行う事業であって、内閣府令

で定めるものは、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、普通課程の普

通職業訓練（18 歳未満の者を専ら対象とするものに限る。）又は陸上自衛隊高等工科学校

における教育訓練を行う事業とすること。 

イ 放課後児童健全育成事業に類する事業関係（第５条関係） 

法第２条第５項第９号の内閣府令で定める施設は、小学校その他の学校施設、公民館そ 

の他の社会教育施設、児童厚生施設及びこれら以外の公の施設並びに地域学校協働活動

の機会を提供する事業を行うことができる施設であってこれらの施設に類するものとす

ること。 

 

（２）安全確保措置（早期把握、相談、調査並びに保護及び支援）関係 

① 法第５条第１項等の早期把握の措置の内容は次のとおりとすること。（第８条関係） 

ア 児童等の日常的な観察 

イ 児童等の発達段階及び特性並びに事業の特性に応じた定期的な面談又は質問票の使用 

ウ ア及びイを通じて児童対象性暴力等の疑いを把握した場合における適切な報告その他

の適切な対応を確保するための措置の具体的内容及び手順の策定並びにこれらの周知 

 

② 法第５条第２項等の相談に係る措置の内容は次のとおりとすること。（第９条関係） 

ア 相談員の選任又は相談窓口の設置及びこれらの周知 

イ 外部の相談窓口の周知 

 

③ 法第７条第１項等の調査の方法は次のとおりとすること。（第 10 条関係） 

ア 児童等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意し

て行うこと。 

イ 児童対象性暴力等を行った疑いがある者の人権及び特性にも配慮し、公正かつ中立に

行うこと。 

ウ 事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等との適切な連携の下で行うこと。 
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④ 法第７条第２項等の保護及び支援のための措置の目的及び方法は次のとおりとするこ

と。（第 11 条関係） 

ア 被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を受けることができるように 

することを目的すること。 

イ 被害児童等と当該児童対象性暴力等を行ったと認める者との接触の回避その他の保護

のための措置を講ずること。 

ウ 事案の内容その他の事情に応じた支援機関等の情報を被害児童等に提供すること。 

エ 被害児童等及びその保護者からの相談に誠実に対応すること。 

 

（３）犯罪事実確認関係 

① 犯罪事実確認の期限の特例に係るやむを得ない事情（第６条及び第 25 条関係） 

    法第４条第２項及び第 26条第２項のやむを得ない事情は次のとおりとする（ただし、法

第 26 条第２項の場合にあっては、クを除く。）こと。 

ア 予見できない欠員等により短期間に従事者を採用する必要があること。 

イ アのほか、学校設置者等、都道府県の教育委員会若しくは施設等運営者（以下この①及

び（８）④において単に「学校設置者等」という。）又は認定事業者等の責めに帰するこ

とができない事由により、短期間に従事者を採用する必要があること。 

ウ 学校設置者等又は認定事業者等の責めに帰することができない事由により、別事業者

間での異動の決定等が従事日の直前となること。 

エ 学校設置者等又は認定事業者等の責めに帰することができない事由により、同一事業

者内における配置換えの決定等が従事日の直前となること。 

オ 労働者派遣契約、請負契約等の締結等が遅れ、従事日の直前となること。 

カ 新設合併、新設分割等により、新たに学校設置者等又は認定事業者等となる者が現に 

行われている事業を承継すること。 

キ 吸収合併、吸収分割又は事業譲渡等により、学校設置者等又は認定事業者等が別の学 

校設置者等又は認定事業者等の事業を承継する場合であって、これらの者の責めに帰す

ることのできない事由により、短期間で従事者を対象業務に従事させる必要があること。 

ク 学校設置者等に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業に係る許認可等の遅れ

その他の学校設置者等の責めに帰することのできない事由により、許認可等から運営開

始までの期間が十分に確保できないこと。 

ケ 学校設置者等又は認定事業者等が、従事させるまでに犯罪事実確認が完了するよう十

分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、従事までに犯罪事実確認書

の交付が受けられないこと。 

コ アからケまでに掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ない

と認める事情があること。 

 

② 犯罪事実確認の期限が従事開始日から６月以内となる場合（第７条及び第 26 条関係） 
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 施行令第３条の内閣府令で定める場合は、次のとおりとすること。 

ア ①のアからオまでのいずれかに掲げる事情があることにより、従事開始日から３月以

内に犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請を行った

にもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の交付が受けられなかった場合 

イ ①のカからコまでに掲げる事情がある場合（第 26 条第２号の場合にあっては、（３） 

①クの事情を除く。） 

 

③ 交付申請は、原則としてこども性暴力防止法関連システム（以下「システム」という。）

を使用して行い、当該対象事業者の担当者は利用者証明用電子証明書を送信する方法によ

りシステムを使用するものとすること。（第 31条第１項及び第２項関係） 

 

④ 法第４条第３項の規定による施行時現職者の交付申請については、こども家庭庁支援局

長が定めるところにより、同項の期間を分割して行うものとすること。（第 31 条第３項関

係） 

 

⑤ 交付申請の申請書記載事項は次のとおりとすること。（第 32条関係） 

ア 申請従事者が新規採用者、施行時現職者、認定時現職者又は改めて行う犯罪事実確認 

に係る者のいずれに該当するかの別 

イ 申請従事者が①の犯罪事実確認の期限の特例に係る者である場合にあっては、その旨、

（３）①アからコまでのいずれに該当するかの別及び法第４条第２項又は第 26 条第２項

の必要な措置として講ずる措置の内容 

ウ 申請従事者（児童福祉事業又は認定等事業に係る者に限る。）が従事する施設又は事業

所の名称及び所在地 

エ 申請従事者が既に業務に従事している場合にあっては、従事開始年月日 

オ 申請従事者が県費負担教職員等である場合にあっては、その旨 

カ G ビズ ID の電子メールアドレス 

キ 交付申請がシステムを使用せずに行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を送付す

る名宛人の氏名 

 

⑥ 申請従事者による書面等の提出（第 33 条第１項から第３項まで関係） 

ア 書面及び書類の提出は、原則としてシステムを使用して行い、当該申請従事者は利用 

者証明用電子証明書を送信する方法によりシステムを使用するものとすること。 

イ 書面の提出を対象事業者を経由して行うことを申請従事者が希望する場合、当該対象

事業者は、これを拒んではならないものとすること。 

 

⑦ 日本国籍を有する申請従事者に係る本人特定情報に関する事項は次のとおりとするこ

と。（第 33 条第４項関係） 

ア 氏名（変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。） 
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イ 氏名の振り仮名（変更があった者については、変更前の全ての振り仮名及び変更の年 

月日を含む。） 

ウ 出生の年月日 

エ 本籍（変更があった者にあっては、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。） 

オ 戸籍に入った原因及び年月日 

カ 実父母の氏名及び実父母との続柄 

 

⑧ 日本の国籍を有しない申請従事者に係る本人特定情報を把握するために必要な書類は次

のとおりとすること。（第 33 条第５項関係） 

ア 在留カード、住民票又は旅券等の写し 

イ 氏名、国籍、性別又は生年月日の変更があった者にあっては、その国籍の属する国にお

ける当該変更を証する戸籍に相当する書類 

ウ 氏名、国籍、性別又は生年月日の変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約す

る書類 

エ 出入国に係る履歴、氏名を片仮名及びローマ字で表記したもの並びに２以上の国籍を

有するか否かを記載した書類 

オ エの書類を提出したことがある者であって、直近の交付申請からエの内容に変更がな

い場合は、その旨を証し、又は誓約する書類 

 

⑨ 申請従事者は、戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を内

閣総理大臣に提供することにより、法第 33 条第５項の規定による書類の提出を行うものと

すること。（第 33 条第６項関係） 

 

⑩ 本人特定情報の変更の有無及び内容を把握するために必要なものは次のとおりとするこ

と。（第 33 条第７項関係） 

ア 申請従事者が日本の国籍を有する場合 最新の内容が記載され、又は記録された法第

33 条第５項第１号イに掲げる書類 

イ 申請従事者が日本の国籍を有しない場合 次に掲げる書類 

（ア）直近の交付申請から３月以上経過している場合には、最新の内容が記載された⑧アに

掲げる書類 

（イ）⑧イからオまでに掲げる書類に記載又は記録された情報に変更があった場合には、変

更後の当該情報が記載又は記録された書類（変更が無い場合はその旨を証し、又は誓約

する書類） 

 

⑪ 訂正請求に係る通知の到達時期（第 35 条関係） 

法第 35 条第５項の規定による通知は、システムにおいて申請従事者が閲覧することがで

きる状態で記録された時に、当該申請従事者に到達したものとみなすものとすること。 
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⑫ 犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書管理簿の様式を定めるとともに、犯罪事実確認書管

理簿の作成は原則としてシステムを使用して行い、記録の事務を行う者は利用者証明用電

子証明書を送信する方法によりシステムを使用するものとすること。（第 34 条及び第 36条

関係） 

 

（４）認定等関係 

① 認定等の申請の手続等（第 18条第１項並びに第 20 条第 1 項及び第３項関係） 

認定等の申請書の提出は、原則としてシステムを使用して行うものとし、共同認定の場合

にあっては、双方の事業者が内容を確認し、及び合意しなければならないものとすること。 

 

② 認定等の申請書の記載事項は次のとおりとすること。（第 18 条第３項及び第 20条第４項

関係） 

ア 教育保育等従事者に該当すると思われるものの人数 

イ G ビズ ID の電子メールアドレス 

ウ フランチャイズチェーンの方式により、別の事業者が同一の事業を行っている場合に

は、その旨 

  

③ 認定等の申請書の添付書類は次のとおりとすること。（第 18 条第２項及び第４項並びに

第 20 条第２項及び第５項関係） 

ア 次の（ア）から（ウ）までに該当する場合にあっては、それぞれの書類 

（ア）法人（国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法を除く。） 

定款及び登記事項証明書 

（イ）人格のない社団又は財団 定款に準ずる書類及び登記事項証明書に準ずる書類 

（ウ）個人 住民票の写し 

イ 民間教育保育等事業（当該民間教育保育等事業者が国、地方公共団体、独立行政法人、

国立大学法人又は地方独立行政法人である場合にあっては、民間教育事業に限る。）を行

っていることを証する書類 

ウ 情報管理規程 

エ 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 

オ 法人（国及び地方公共団体を除く。）にあっては、役員の氏名、略歴等を示す書類 

※ システムを使用して申請を行う場合であって、ベース・レジストリによってア（ア）及

びオの事項を確認できるときは、これらの添付を省略できること。 

 

④ 認定等の基準は次のとおりとする。（第 19条関係） 

ア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制は、次に掲げる措置の適切な実施を確保す

るための責任者が選任されていることとすること。 

（ア）犯罪事実確認を計画的かつ適切に実施するための業務の管理 

（イ）教育保育等従事者に対する犯罪事実確認の必要性、対象、手続等の事項に係る事前の
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通知 

（ウ）交付を受けた犯罪事実確認書の確認 

（エ）犯罪事実確認を行う前に業務に従事させる場合の次の措置 

ａ 法第 26 条第２項の必要な措置等について書面で説明すること。 

ｂ （３）①の事情のいずれかに該当することを証する書類等を保存すること。 

イ 児童対象性暴力等対処規程の基準は次のとおりとすること。 

（ア）防止措置が次に掲げる要件に適合すること。 

ａ 早期把握及び相談に係る措置その他の方法により把握した情報について適切な事実

確認等を行うものであること。 

ｂ ａの事実確認等の結果、犯罪事実確認の結果等に応じ、児童対象性暴力等を防止す

るために適切なものであること。 

（イ）調査並びに保護及び支援のための措置について、（２）③及び④に掲げる事項を満た

すものであること。 

（ウ）共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者にあっては、防止措

置、調査並びに保護及び支援のための措置に係る役割分担を定めていること。 

 

ウ 研修は次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行うものとすること。 

（ア）従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項（児童対象性暴力等が生じ

る要因及びこどもの権利に関する事項を含む。） 

（イ）児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲 

（ウ）児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いを早期

に把握するための措置 

（エ）相談、報告等を踏まえた対応 

（オ）被害児童等の保護及び支援 

（カ）犯罪事実確認において教育保育等従事者に求められる対応 

（キ）防止措置に係る基礎的事項 

（ク）厳格な情報管理の必要性 

 

⑤ 認定事業者等に係る公表事項は次のとおりとすること。（第 21 条関係） 

ア 認定等の年月日 

イ フランチャイズチェーンの方式により、当該認定事業者等と異なる事業者が当該認定

等事業と同一の事業を行っている場合には、その旨 

 

⑥ 認定等の表示を付することができるものは次のとおりとすること。（第 22 条関係） 

ア 認定等事業の用に供する物品 

イ 認定等事業の広告 

ウ 認定等事業の取引等に関する書類又は通信 

エ 認定等事業を行う事業所 
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オ 認定等事業に関し、インターネットにより公衆の閲覧に供する情報 

カ 認定等事業に関する労働者等の募集の用に供する広告又は文書 

 

⑦ 認定事業者等に係る公表事項の変更の届出（第 23 条関係） 

ア 法第 24 条第１項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとするこ

と。 

（ア）認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表 

者の氏名 

（イ）認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分 

（ウ）変更事項及び変更の理由 

（エ）変更年月日 

イ 認定事業者等は、アの届出を行うに当たっては、その変更を証する法第 19 条第４項（法

第 21 条第３項において準用する場合を含む。）の規定により提出した書類のうちいずれ

かをアの届出書に添付して提出するものとすること。 

ウ ア及びイの届出書及び書類の提出は、原則としてシステムを使用して行うものとする

こと。 

エ 共同認定を受けた事業者がアの届出を行うに当たっては、双方の事業者がその内容を

確認し、及び合意しなければならないものとすること。 

 

⑧ 児童対象性暴力等対処規程及び情報管理規程の変更の届出事項等（第 24 条関係） 

ア 法第 24 条第３項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとするこ

と。 

（ア）認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

（イ）認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分 

（ウ）変更の内容（新旧の対照を明示すること。）及び変更の理由 

（エ）変更後の児童対象性暴力等対処規程又は情報管理規程の実施予定日 

イ ⑦のウ及びエは、法第 24 条第３項の届出について準用すること。 

ウ 児童対象性暴力等対処規程又は情報管理措置の変更の届出を要しない軽微な変更は次

のとおりとすること。 

（ア）児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている内容及び情報管理措置の内容

の実質的な変更を伴わないもの 

（イ）児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている事項に係るもの以外の変更 

（ウ）情報管理措置の水準を維持する変更であって、具体的な手法の変更にとどまるもの 

（エ）情報管理措置の水準を向上させる変更 

 

⑨ 犯罪事実確認の完了に係る届出の手続等（第 27 条関係） 

ア 法第 26 条第４項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとするこ
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と。 

（ア）認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

（イ）認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分 

（ウ）全ての認定時現職者の犯罪事実確認が完了した年月日 

イ ⑦のウ及びエは、アの届出について準用すること。 

 

⑩ 廃止の届出の手続等（第 30 条関係） 

ア 法第 31 条第１項の届出は、次に掲げる場合に行うものとすること。 

（ア）認定等に係る民間教育保育等事業を廃止することとした場合 

（イ）認定事業者等が認定等について辞退する場合 

（ウ）認定事業者等が行う、認定等に係る民間教育事業が法第２条第５項第３号の要件を 

満たさなくなる場合 

イ 法第 31 条第１項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとするこ

と。 

（ア）認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

（イ）廃止しようとする認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分 

（ウ）廃止の理由 

（エ）廃止しようとする年月日 

ウ ⑦のウ及びエは、アの届出について準用すること。 

 

（５）情報管理措置関係 

① 犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置は、管理責任者を設置し、及び 

犯罪事実確認記録等の管理に関する措置（以下「情報管理措置」という。）を定めた規程（以

下「情報管理規程」という。）を定め、これを遵守すること並びに民間教育保育等事業者に

あっては、その事業に従事する者を２人以上置くこととすること。（第 12条第１項関係） 

 

② 情報管理規程の記載事項は次のとおりとすること。（第 12 条第２項及び第３項関係） 

ア 基本的事項 次の（ア）から（オ）までに掲げる事項 

（ア）犯罪事実確認記録等を取り扱う者の範囲を必要最小限とすること。 

（イ）犯罪事実確認書の内容の記録及び保存を極力避けるとともに、やむを得ず犯罪事実 

確認書の内容を記録し、又は保存する場合には、漏えい等（⑥ア及びイに規定する漏え

い、滅失、毀損又は第三者への提供をいう。）のリスクに応じた情報管理措置を講ずる

こと。 

（ウ）情報機器の種類、ネットワークの利用状況等に応じた情報管理措置を講ずること。 

（エ）犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと。 

（オ）組織の長が情報管理の重要性を理解し、組織的に点検及び改善を実施すること。 
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イ 次に掲げる措置として内閣総理大臣が定めるもの 

（ア）組織的情報管理措置 

（イ）人的情報管理措置 

（ウ）物理的情報管理措置 

（エ）技術的情報管理措置 

ウ 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けようと

する事業者にあっては、ア及びイに加え、これらに係る役割分担の内容を記載しなければ

ならないものとすること。 

 

③ 犯罪事実確認実施者等（法第 15 条に規定する犯罪事実確認実施者等をいう。⑦を除き、

以下同じ。）は、当該情報管理規程に係る学校設置者等に係る事業において、初めて交付申

請を行う前に、原則としてシステムを使用して、情報管理規程を内閣総理大臣に提出しなけ

ればならないものとすること。（第 12 条第４項関係） 

 

④ 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設運営者が③の提出を行うに当たっては、

双方の事業者が内容を確認し、及び合意しなければならないものとすること。（第 12 条第

５項関係） 

 

⑤ 犯罪事実確認実施者等は、情報管理規程を変更するときは、あらかじめ、次に定める事項

を記載した届出書により、原則としてシステムを使用して、内閣総理大臣に届け出なければ

ならないものとすること。ただし、軽微な変更として（４）⑧ウで定めるものについては、

この限りではないこと。 

ア 犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

イ 変更の内容（新旧の対照を明示すること。）及び変更の理由 

ウ 変更後の情報管理規程の実施予定日 

  

⑥ 情報の漏えい等の報告が必要な事態（第 13条関係） 

法第 13 条（法第 27 条第２項において準用する場合を含む。）に規定する犯罪事実確認記

録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するお

それが大きいものは、次に掲げる事態とすること。 

ア 犯罪事実確認記録等（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な

措置を講じたものを除く。）の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれ

がある事態 

イ 犯罪事実確認記録等が法第 12条の規定に違反して第三者に提供され、又は提供された

おそれがある事態 

ウ 特定性犯罪事実関連情報（犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確

認された者について、防止措置を講ずるために、当該者から取得した特定性犯罪事実に関
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するより詳細な情報をいう。以下同じ。）（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護す

るために必要な措置を講じたものを除く。）の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は

発生したおそれがある事態（アに定めるものを除く。） 

 

⑦ 情報の漏えい等の報告の方法等（第 14 条関係） 

ア 法第 13 条の報告は、イに掲げる事項のうち報告を行う時点で把握しているものについ

て、原則としてシステムを使用して行わなければならないこと（速報）。 

イ 犯罪事実確認実施者等（法第 11 条に規定する犯罪事実確認実施者等をいう。以下この

⑦において同じ。）及び認定事業者等は、アの報告に加え、⑥に定める事態が生じたこと

を知った日から起算して 30 日以内（当該事態が不正の目的による漏えい等（⑥アからウ

までに規定する漏えい、滅失、毀損又は第三者への提供をいう。以下同じ。）である場合

にあっては、60 日以内）に、次に掲げる事項を、原則としてシステムを使用して報告し

なければならないこと（確報）。 

（ア）事案の概要 

（イ）漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪 

事実関連情報の項目 

（ウ）漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪 

事実関連情報に係る本人（犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報によって

識別される特定の個人をいう。以下同じ。）の数 

（エ）事案が生じた原因 

（オ）二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

（カ）本人への対応の実施状況 

（キ）公表の実施状況 

（ク）再発防止のための措置 

（ケ）アからクまでに定めるもののほか、参考となる事項 

ウ 法第 35 条第４項第２号に係る犯罪事実確認記録等及び特定性犯罪事実関連情報に係 

る⑥に定める場合（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 26 条第１

項又は第 68 条第１項に規定する場合を除く。）には、犯罪事実確認実施者等及び認定事業

者等は本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならないこと。ただし、本人へ

の通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき

措置をとるときは、この限りでないこと。 

エ ウの通知を行う場合には、⑥に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やか

に、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、⑦イ（ア）、（イ）、（エ）、

（オ）及び（ケ）の事項を通知しなければならないこと。 

 

（６）監督等 

① 帳簿の記載事項等（第 15 条及び第 28 条関係） 

ア 帳簿に記載する事項は、犯罪事実確認実施者等にあっては②ア（ア）－①及び（イ）に
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掲げる事項とし、認定事業者等にあっては②ア（ア）－②及び（イ）に掲げる事項とする

こと。 

イ 帳簿は、毎年度作成し、作成した日の翌日から起算して５年を経過する日の属する年度

の末日まで保存しなければならないこと。 

 

② 定期報告の方法等（第 16 条及び第 29 条関係） 

ア 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる事項のうち（ア）―①、（イ）から（オ）まで及

び（キ）について、認定事業者等は、次に掲げる事項のうち（ア）―②から（オ）までに

ついて内閣総理大臣に報告を行うものとすること。 

（ア）―① 報告を行う年の前年の５月１日から当該報告を行う年の４月 30 日（以下犯罪

事実確認実施者等について「基準日」という。）までの間（以下犯罪事実確認実施

者等について「報告対象期間」という。）に犯罪事実確認の対象とされた者（犯罪

事実確認を行っていない施行時現職者を含む。）の一覧 

（ア）―② 前回の報告に係る基準日（②に規定する期限日の属する月の前月の初日をい

う。以下認定事業者等について同じ。）（初回の報告である場合にあっては、認定等

を受けた日）の翌日から今回の報告に係る基準日までの間（以下認定事業者等につ

いて「報告対象期間」という。）に犯罪事実確認の対象とされた者（犯罪事実確認

を行っていない認定時現職者を含む。）の一覧 

（イ）（ア）―①又は（ア）―②の者それぞれについての次に掲げる事項 

ａ 基準日における離職の状況 

ｂ 基準日において離職していない場合にあっては、基準日において教員等として従 

事しているか否かの別 

ｃ 基準日において離職しておらず、教員等又は教育保育等従事者として従事している

場合にあっては、基準日において従事する学校設置者等又は民間教育保育等事業の区

分及びその従事する施設又は事業所の名称 

ｄ 基準日において離職しておらず、教員等又は教育保育等従事者として従事している

施行時現職者又は認定時現職者である場合であって、基準日において当該者の犯罪事

実確認が行われていない場合にあっては、その旨 

ｅ 教員等又は教育保育等従事者としての従事開始年月日 

ｆ 直近の犯罪事実確認が新規採用者、施行時現職者、認定時現職者又は改めて行う犯

罪事実確認に係る者のいずれに対するものとして行われたものであるかの別 

ｇ 直近に行われた犯罪事実確認の期限 

ｈ 報告対象期間に交付された犯罪事実確認書の確認日（法第 34 条第２項に規定する確

認日をいう。以下同じ。）及び受領日 

ｉ 報告対象期間において、法第４条第２項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員

等としてその本来の業務に従事させたか否かの別 

ｊ 報告対象期間において、法第４条第２項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員

等又は教育保育等従事者としてその本来の業務に従事させた場合にあっては、（３）



15 

 

①アからコまでのいずれに該当したかの別及び法第４条第２項又は法第 26 条第２項

に規定する必要な措置として講じた措置の内容 

（ウ）基準日における犯罪事実確認実施者等の施設若しくは事業所ごと又は認定事業者等

の民間教育保育等事業の区分ごとのイ―①又はイ－②の者の数及び犯罪事実確認の実

施件数 

（エ）基準日における犯罪事実確認実施者等の施設若しくは事業所ごと又は認定事業者等

の民間教育保育等事業の区分ごとのイ―①又はイ－②の者のうち特定性犯罪事実該

当者であって、対象業務に従事している者の数及び対象業務に従事していない者の数 

（オ）犯罪事実確認実施者等の施設若しくは事業所ごと又は認定事業者等の民間教育保育

等事業の区分ごとの、報告対象期間において犯罪事実確認を行う前にその業務に従事

させた者の数（（３）①アからコまでのいずれに該当したかの別及び法第４条第２項

又は法第 26 条第２項に規定する必要な措置として講じた措置の内容の別ごとの数を

含む。） 

（カ）民間教育保育等事業の区分ごと及び施設又は事業所ごとの安全確保措置の実施状況 

（キ）学校設置者等の区分ごと又は民間教育保育等事業の区分ごとの情報管理措置の実施

状況 

イ アの報告は、毎年、犯罪事実確認実施者等は５月 31 日までに、認定事業者等は期限日

（認定等を受けた日から１年が経過する日の前日及びその後毎年同日に応当する日（応

答する日がない場合にあっては、その前日）をいう。）までに行わなければならないもの

とすること。 

ウ 犯罪事実確認を行う前に対象業務に従事させた者がいるときは、（３）①アからコまで

のいずれかに該当することを証する書類等を保存しなければならないものとすること。 

エ （４）⑦ウ及びエは、法第 13条の報告について準用すること。 

 

③ 犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認義務に違反した場合の公表事項は次のとおりとす

ること。（第 17条関係） 

ア 犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 

イ 犯罪事実確認実施者等の住所又は所在地 

ウ 違反のあった施設又は事業所の名称及び所在地 

エ 違反のあった学校等又は児童福祉事業の区分 

オ 犯罪事実確認実施者等が法第４条又は法第 10 条第１項の規定により読み替えて適用 

する法第４条のいずれの規定に違反しているかの別 

カ 違反の内容 

キ 違反に係る教員等の数 

 

（７）その他 

この内閣府令に規定する内閣総理大臣の権限は、こども家庭庁長官に委任することとする

こと。（第 37 条関係） 
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（８）経過措置等 

① （６）①イの前段は、犯罪事実確認実施者等にあっては令和 10 年３月 31 日までの間、認

定事業者等にあっては認定等を受けてから初回の基準日までの間、これを適用しないもの

とすること。（附則第２条関係） 

 

② 令和 10 年５月 31 日までの間、犯罪事実確認実施者等が内閣総理大臣に対して行う報告

については、報告対象期間の始期を「法の施行の日」とし、初回の報告は令和 10 年５月 31

日までに行うものとすること。（附則第３条関係） 

 

③ （３）⑤カ及び（４）②イの Gビズ IDの電子メールアドレスを取得することが困難であ

る場合には、当分の間、記載を要しないものとすること。（附則第４条関係） 

 

④ 国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が

法の施行後システムを使用するために必要な準備行為を行うことができるものとするこ

と。（附則第５条関係） 

   

（９）児童福祉法施行規則等の一部改正（附則第 6条から第 11条まで関係） 

  法附則第８条までによる改正後の児童福祉法（昭和 22 年法律第 64 号）の規定を踏まえ、

児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11号）、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 15 号）、児童福祉法に基づく指定障害児入所

施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 16 号）、家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号）並びに乳児等通園支援

事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）において、法に規定する児童対

象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童等を適切に保護するため、

児童等対象業務従事者（利用児童等と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉

鎖性のある環境の下で当該児童等に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認その他の必要な

措置を講じなければならない旨を追加する改正を行うこととすること。 

  なお、児童等対象業務従事者は、法第２条第４項第５号から第 18 号までに掲げる教員等の

うち当該事業又は施設に係るものをいうものであること。 

 

（10）その他所要の規定の整備等を行うこと。 

 

２ 施行期日 

この府令は、法の施行の日（令和８年 12月 25 日）から施行すること。 

 

第４ 幼保連携型認定こども園設備運営基準一部改正命令（別紙４） 
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 １ 内容 

   法附則第９条による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成 18年法律第 77号）の規定を踏まえ、幼保連携型認定こども園の学級の編制、

職員、設備及び運営に関する基準において、法に規定する児童対象性暴力等を防止し、及び児童

対象性暴力等が行われた場合に園児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（園児と接

する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に接する

ものをいう。）に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じなければならない旨を追加する改

正を行うこととすること。 

   なお、児童等対象業務従事者は、法第２条第４項第３号に掲げる教員等をいうものであるこ

と。 

 

 ２ 施行期日 

   この命令は令和８年 12 月 25 日から施行すること。 

 

第５ 認定こども園設備運営基準一部改正告示（別紙５） 

 １ 内容 

   法附則第９条による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の規定を踏まえ、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設

の設備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号）におい

て、法に規定する児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に子ども

を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（子どもと接する業務に従事する者のうち、支配

性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該子どもに接するものをいう。）に係る犯罪事実確認

その他の必要な措置を講じなければならない旨を追加する改正を行うこととすること。 

なお、児童等対象業務従事者は、法第２条第４項第４号に掲げる教員等をいうものであるこ

と。 

 

 ２ 適用期日 

   この告示は、令和８年 12月 25 日から適用すること。 

 

第６ 情報管理規程告示（別紙６） 

 １ 主な内容 

  （１）施行規則第 12 条第２項第２号イの「組織的情報管理措置」として求められるものは次のと

おりとすること。（第 1項関係） 

① 情報管理措置を講ずるための組織体制を整備すること。 

② 犯罪事実確認記録等が適切に取り扱われるよう、情報管理規程を遵守し、及び犯罪事実 

確認記録等を取り扱う者に遵守させるために必要な措置をとること。 

③ 犯罪事実確認書の内容を記録し、又は保存する場合には、その運用状況を事後的に確認 
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できるようにするため、犯罪事実確認記録等の取扱記録に記載する項目を整理し、当該項目

に従って犯罪事実確認記録等に係る取扱いの記録を作成すること。 

④ 漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を

整備すること。 

⑤ 犯罪事実確認記録等の取扱状況を把握し、情報管理措置の評価、見直し及び改善に取り 

組むこと。 

 

（２）施行規則第 12 条第２項第２号ロの「人的情報管理措置」として求められるものは、犯罪事

実確認記録等を取り扱う者に対する犯罪事実確認記録等の適正な取扱いについての周知及

び必要な研修を行うこととすること。（第２項関係） 

 

（３）施行規則第 12条第２項第２号ハの「物理的情報管理措置」として求められるものは次のと

おりとすること。（第 3項関係） 

① 犯罪事実確認記録等を取り扱うサーバーやコンピュータ等の重要な情報システムを管理

する区域及び犯罪事実確認記録等を取り扱う事務を行う区域について、それぞれ適切な管

理を行うこと。 

② 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、電子媒体、書類等の盗難、紛失等を防止するため 

に、適切な管理を行うこと。 

③ 犯罪事実確認書の内容を記録し、又は保存する場合には、犯罪事実確認記録等が記録さ 

れた電子媒体、書類等を持ち運ぶ場合の犯罪事実確認記録等の漏えい等を防止するための

方策を講ずること。 

④ 犯罪事実確認記録等の廃棄若しくは消去をし、又は犯罪事実確認記録等が記録された機

器、電子媒体等の廃棄をする場合には、復元不可能な手段で行うこと。 

 

（４）施行規則第 12条第２項第２号ニの「技術的情報管理措置」として求められるものは次のと

おりとすること。（第 4項関係） 

① 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムにおいて、当該システムを使用する者が正

当なアクセス権を有する者であることを識別し、当該識別した結果に基づき認証する機能

を具備すること。 

② 犯罪事実確認記録等を取り扱う者の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う

こと。 

③ 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムを、不正アクセス又は不正ソフトウェアか

ら保護する仕組みを導入し、適切に運用すること。 

 

④ 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムの使用に伴う犯罪事実確認記録等の漏えい

等を防止するための措置を講じ、適切に運用すること。 

 

 ２ 適用期日 
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この告示は、令和８年 12月 25 日から適用すること。 

第７ 認定マーク告示（別紙７） 

１ 内容 

法第 23 条第１項の規定に基づき内閣総理大臣が定める表示は、別紙７のとおりとすること。 

２ 施行期日 

この告示は、令和８年 12月 25 日から適用すること。 

【連絡先】 

第１から第３まで並びに第６及び第７について： 
こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室 
Email: kodomokatei.dbs@cfa.go.jp 

第４及び第５について： 
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令係 
Email: hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
四
百
三
十
九
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎



別紙１ 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
特
定
性
犯
罪
に
該
当
す
る
条
例
で
定
め
る
罪
）

第
二
条

法
第
二
条
第
七
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
条
例
で
定
め
る
罪
で
あ
っ
て
、
同
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
罰
す
る
も
の
と
す
る
。

一

北
海
道
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
年
北
海
道
条
例
第
十
七
号
）

二

北
海
道
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
年
北
海
道
条
例
第
三
十
四
号
）

三

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）

四

青
森
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
三
年
青
森
県
条
例
第
五
号
）

五

青
少
年
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
岩
手
県
条
例
第
三
十
五
号
）

六

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
岩
手
県
条
例
第
七
十
八
号
）

七

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）

八

迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）

九

秋
田
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
六
号
）

十

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）

十
一

山
形
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
山
形
県
条
例
第
十
三
号
）

十
二

山
形
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
形
県
条
例
第
四
十
七
号
）

十
三

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）

十
四

福
島
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
九
十
号
）

十
五

茨
城
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
三
年
茨
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）

十
六

茨
城
県
青
少
年
の
健
全
育
成
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
茨
城
県
条
例
第
三
十
五
号
）

十
七

栃
木
県
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
栃
木
県
条
例
第
六
十

二
号
）

十
八

栃
木
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
八
年
栃
木
県
条
例
第
四
十
一
号
）

十
九

群
馬
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
一
号
）

二
十

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
十
九
号
）

二
十
一

埼
玉
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）

二
十
二

埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）

二
十
三

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条

例
第
三
十
一
号
）

二
十
四

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
）

二
十
五

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条

例
第
百
三
号
）

二
十
六

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）

二
十
七

神
奈
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
年
神
奈
川
県
条
例
第
一
号
）

二
十
八

神
奈
川
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
神
奈
川
県
条
例
第
二
十
六
号
）

二
十
九

新
潟
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
新
潟
県
条
例
第
六
号
）

三
十

新
潟
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
新
潟
県
条
例
第
五
十
二
号
）

三
十
一

富
山
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
富
山
県
条
例
第
十
七
号
）

三
十
二

富
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
富
山
県
条
例
第
四
号
）

三
十
三

石
川
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
石
川
県
条
例
第
九
号
）

三
十
四

い
し
か
わ
子
ど
も
総
合
条
例
（
平
成
十
九
年
石
川
県
条
例
第
十
八
号
）

三
十
五

福
井
県
迷
惑
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
井
県
条
例
第
十
三
号
）

三
十
六

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
十
五
号
）

三
十
七

山
梨
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号
）

三
十
八

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

三
十
九

長
野
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
長
野
県
条
例
第
八
十
六
号
）

四
十

長
野
県
子
ど
も
を
性
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
条
例
（
平
成
二
十
八
年
長
野
県
条
例
第
三
十
一
号
）

四
十
一

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号
）

四
十
二

岐
阜
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号
）

四
十
三

静
岡
県
青
少
年
の
た
め
の
良
好
な
環
境
整
備
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
六
年
静
岡
県
条
例
第
五
十
五
号
）

四
十
四

静
岡
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
静
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）

四
十
五

愛
知
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
愛
知
県
条
例
第
十
三
号
）

四
十
六

愛
知
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
愛
知
県
条
例
第
四
号
）

四
十
七

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
三
重
県
条

例
第
十
一
号
）

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
四
百
四
十
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
第
三
号
ニ
及
び
第
七
項
第
六
号
、
第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、第
四
十
条
並
び
に
第
四
十
二
条
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
民
間
教
育
事
業
に
係
る
従
事
者
の
人
数
の
要
件
）

第
一
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
項
第
三
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
人
数
は
、
三
人
と
す
る
。



別紙２ 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

四
十
八

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
三
重
県
条
例
第
六
十
二
号
）

四
十
九

滋
賀
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
滋
賀
県
条
例
第
三
十
六
号
）

五
十

滋
賀
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
滋
賀
県
条
例
第
四
十
号
）

五
十
一

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
京
都
府
条
例
第
二
号
）

五
十
二

京
都
府
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
平
成
十
三
年
京
都
府
条
例
第
十
七
号
）

五
十
三

大
阪
府
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大

阪
府
条
例
第
四
十
四
号
）

五
十
四

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）

五
十
五

青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
兵
庫
県
条
例
第
十
七
号
）

五
十
六

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
兵
庫
県
条

例
第
六
十
六
号
）

五
十
七

奈
良
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
奈
良
県
条
例
第
五
号
）

五
十
八

奈
良
県
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
奈
良
県
条
例
第
十
三
号
）

五
十
九

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
和
歌
山
県

条
例
第
二
十
八
号
）

六
十

和
歌
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
和
歌
山
県
条
例
第
三
十
六
号
）

六
十
一

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
鳥
取
県
条

例
第
二
十
二
号
）

六
十
二

鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
鳥
取
県
条
例
第
三
十
四
号
）

六
十
三

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
島
根
県
条
例
第
二
十
一
号
）

六
十
四

島
根
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
九
年
島
根
県
条
例
第
四
十
一
号
）

六
十
五

岡
山
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
号
）

六
十
六

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）

六
十
七

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
条

例
第
十
五
号
）

六
十
八

広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）

六
十
九

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
）

七
十

山
口
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
四
十
七
号
）

七
十
一

徳
島
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
七
号
）

七
十
二

徳
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）

七
十
三

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）

七
十
四

香
川
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
香
川
県
条
例
第
五
十
号
）

七
十
五

愛
媛
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
愛
媛
県
条
例
第
三
十
五
号
）

七
十
六

愛
媛
県
青
少
年
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
愛
媛
県
条
例
第
二
十
号
）

七
十
七

高
知
県
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
高

知
県
条
例
第
二
十
五
号
）

七
十
八

高
知
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
高
知
県
条
例
第
三
十
二
号
）

七
十
九

福
岡
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
六
十
八
号
）

八
十

福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
七
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）

八
十
一

佐
賀
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
四
十
四
号
）

八
十
二

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）

八
十
三

長
崎
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
長
崎
県
条
例
第
五
十
九
号
）

八
十
四

長
崎
県
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
長
崎
県
条
例
第
十
七
号
）

八
十
五

熊
本
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
八
号
）

八
十
六

熊
本
県
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
三
十
号
）

八
十
七

大
分
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）

八
十
八

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）

八
十
九

宮
崎
県
に
お
け
る
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
宮
崎
県
条
例
第
二
十
七
号
）

九
十

宮
崎
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
崎
県
条
例
第
七
十
四
号
）

九
十
一

鹿
児
島
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
鹿
児
島
県
条
例
第
六
十
五
号
）

九
十
二

公
衆
に
不
安
等
を
覚
え
さ
せ
る
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
十
一
年
鹿
児
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）

九
十
三

沖
縄
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
沖
縄
県
条
例
第
十
一
号
）

九
十
四

沖
縄
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
五
十
年
沖
縄
県
条
例
第
九
号
）

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
の
う
ち
、
同
項
に
規
定
す
る
罪
を
定
め
る
も
の
を
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
す
る
。

（
学
校
設
置
者
等
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
の
猶
予
期
間
）

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
（
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
の
犯
罪
事

実
確
認
が
完
了
す
る
ま
で
に
三
月
を
超
え
る
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
月
）
と
す
る
。

（
施
行
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
の
猶
予
期
間
）

第
四
条

法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
認
定
事
業
者
等
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
の
猶
予
期
間
）

第
五
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
月
（
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
の
犯

罪
事
実
確
認
が
完
了
す
る
ま
で
に
三
月
を
超
え
る
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
月
）
と
す
る
。

（
認
定
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
の
猶
予
期
間
）

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
七
条

法
第
四
十
条
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
三
万
千
五
百
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
万
円
）
と
す
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限
）

第
八
条

法
第
四
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
権
限
は
、
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
た
罪
に
つ
い
て
の
法
の
適
用
関
係
）

２

法
第
二
条
第
七
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
罰
す
る
も
の
と
し
て
法
の
施
行
前
に
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
例
で
定
め
ら

れ
て
い
た
罪
（
法
の
施
行
の
際
現
に
当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
る
罪
を
除
く
。）及
び
次
に
掲
げ
る
条
例
で
定
め
ら

れ
て
い
た
罪
は
、
法
第
二
条
第
七
項
第
六
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

一

山
形
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
形
県
条
例
第
三
十
四
号
）

二

茨
城
県
青
少
年
の
健
全
育
成
等
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
茨
城
県
青
少
年
の
た
め
の
環
境
整
備
条
例

（
昭
和
三
十
七
年
茨
城
県
条
例
第
六
十
号
）

三

栃
木
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
八
年
栃
木
県
条
例
第
四
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
栃
木
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
栃
木
県
条
例
第
三
十
九
号
）

四

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
条

例
第
二
十
八
号
）





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

五

い
し
か
わ
子
ど
も
総
合
条
例
附
則
第
五
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
川
県

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
石
川
県
条
例
第
三
十
六
号
）

六

島
根
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
島
根
県
条
例
第
三
十
四
号
）

３

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
例
の
規
定
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二

条
第
七
項
第
六
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
さ
れ
る
罪
を
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗





令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
職
員
）

第
一
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
四
項
第
一
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
手
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
職
員

二

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
六
十
五
条
の
三
（
同
令
第
三
十
九
条
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
八
第
一
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

三

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
六
（
同
令
第
三
十
九
条
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
八
第
一
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る

特
別
支
援
教
育
支
援
員

四

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
八
条
の
二
（
同
令
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
部
活
動
指
導
員

五

学
校
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
司
書

六

高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
導
補
助
者

七

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
者
及
び
こ
れ
に
類
す
る
者
（
学
校
教
育
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
職
員
で
あ
る
も

の
に
限
る
。）の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
児
童
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
接
す
る
も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
職
員
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
百
八
十
五
条
に
規
定
す
る
助
手

二

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
者
に
類
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
児
童
等
に
接
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

（
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
職
員
）

第
三
条

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
ハ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
三
条

の
三
に
規
定
す
る
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
業
）

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
海
技
士
教
育
科
海
技
課
程
の
本
科
を
行
う
事
業

二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
（
十
八
歳
未
満
の
者
を
専
ら
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。）を
行
う
事
業

三

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
に
お
け
る
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
五
条
第
五
項
の
教
育
訓
練
を
行
う
事
業

（
法
第
二
条
第
五
項
第
九
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
）

第
五
条

法
第
二
条
第
五
項
第
九
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
小
学
校
そ
の
他
の
学
校
施
設

二

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
公
民
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設

三

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童
厚
生
施
設

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設

五

社
会
教
育
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
学
校
協
働
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
類
す
る
も
の

（
法
第
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
）

第
六
条

法
第
四
条
第
二
項
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

学
級
数
の
増
加
等
を
理
由
と
し
て
緊
急
に
増
員
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
又
は
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
欠
員
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
短
期
間
に
教
員
等
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
新
た

に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
情
の
ほ
か
、
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
者
等
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
施
設
等
運
営
者
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
等
運
営
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者

等
及
び
施
設
等
運
営
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
並
び
に
附
則
第
五
条
に
お
い
て
単
に
「
学
校
設
置
者
等
」
と
い
う
。）の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
短
期
間
に
教
員
等
と
新
た
に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供

に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

〇
内
閣
府
令
第
百
四
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
及
び
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
四
百
四
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗



別紙３ 
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三

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
予
算
の
成
立
の
時
期
が
、
学
校
設
置
者
等
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
に
近
接
す
る
場
合
そ
の
他
の
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
他
の
事
業
者
か
ら
当
該
学
校
設
置
者
等
へ
の
当
該
者
の
異
動
の
決
定
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

四

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
予
算
の
成
立
の
時
期
が
、
学
校
設
置
者
等
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
に
近
接
す
る
場
合
そ
の
他
の
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
一
の
事
業
者
内
に
お
け
る
当
該
者
の
配
置
換
え
の
決
定
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

五

労
働
者
派
遣
契
約
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
契
約
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
五
号
に

お
い
て
同
じ
。）及
び
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
学
校
設
置
者
等
が
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
契
約
の
締

結
等
に
遅
れ
が
生
じ
、
当
該
契
約
の
締
結
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

六

新
設
合
併
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
に
規
定
す
る
学
校
法
人
の
新
設
合
併
又
は
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
四
条
の
五
若
し
く
は
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
二
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
を
い
う
。）、
会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新
設
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
を
承
継
し
、
新
た
に
学
校
設
置
者
等
と
な
る

者
が
、
継
続
し
て
当
該
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
こ
と
。

七

吸
収
合
併
（
私
立
学
校
法
に
規
定
す
る
学
校
法
人
の
吸
収
合
併
又
は
社
会
福
祉
法
第
四
十
九
条
若
し
く
は
会
社
法
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
吸
収
分
割
（
会
社
法

第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
事
業
譲
渡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
別
の
学
校
設
置
者
等
が
現
に
行
っ
て
い
る
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
を
承
継
し
、
継
続
し
て
行
う

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
承
継
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
短
期
間
で
教
員
等
を
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

八

学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
を
新
た
に
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
遅
れ
そ
の
他
の
当
該
学
校
設
置
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
許
認
可
等
か
ら
実
際
に
当
該
事
業
の
運
営
を
開

始
す
る
ま
で
の
期
間
が
十
分
に
確
保
で
き
な
い
こ
と
。

九

学
校
設
置
者
等
が
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申
請
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
書
（
法
第
三
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
な
災
害
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
。

（
令
第
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
）

第
七
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
四
百
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
を
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
た
学
校
設
置
者
等
が
、
当
該
業
務
に

従
事
さ
せ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申
請
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
間
内
に
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

二

前
条
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
場
合

（
法
第
五
条
第
一
項
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
八
条

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

児
童
等
の
日
常
的
な
観
察

二

児
童
等
の
発
達
段
階
及
び
特
性
並
び
に
事
業
の
特
性
に
応
じ
た
定
期
的
な
面
談
又
は
質
問
票
の
使
用

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
通
じ
て
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
疑
い
を
把
握
し
た
場
合
に
お
け
る
適
切
な
報
告
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
確
保
す
る
た
め
に
事

業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順
の
策
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
教
員
等
、
認
定
等
（
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
認
定
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
教
育
保
育
等

従
事
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
児
童
等
及
び
児
童
等
の
保
護
者
に
対
す
る
周
知

（
法
第
五
条
第
二
項
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
九
条

法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

事
業
者
に
お
け
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
係
る
相
談
員
の
選
任
又
は
相
談
窓
口
の
設
置
並
び
に
こ
れ
ら
の
児
童
等
及
び
児
童
等
の
保
護
者
に
対
す
る
周
知

二

児
童
対
象
性
暴
力
等
に
係
る
外
部
の
相
談
窓
口
の
児
童
等
及
び
児
童
等
の
保
護
者
に
対
す
る
周
知

（
法
第
七
条
第
一
項
の
調
査
の
方
法
）

第
十
条

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
調
査
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

児
童
等
の
人
権
及
び
特
性
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
誉
及
び
尊
厳
を
害
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
行
う
こ
と
。

二

児
童
対
象
性
暴
力
等
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
教
員
等
の
人
権
及
び
特
性
に
も
配
慮
し
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

事
案
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
関
係
機
関
等
（
関
係
機
関
並
び
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
及
び
被
害
児
童
等
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
学
校
設
置
者
等（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
者
等
を
い
う
。

附
則
第
五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）（
施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
認
め
る
児
童
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
保
護
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者

そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。）と
の
適
切
な
連
携
の
下
で
行
う
こ
と
。
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（
法
第
七
条
第
二
項
の
保
護
及
び
支
援
の
た
め
の
措
置
の
目
的
及
び
方
法
）

第
十
一
条

法
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
保
護
及
び
支
援
は
、
被
害
児
童
等
が
日
常
を
取
り
戻
し
、
落
ち
着
い
て
教
育
、
保
育
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
七
条
第
二
項
の
保
護
及
び
支
援
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

被
害
児
童
等
と
当
該
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
行
っ
た
と
学
校
設
置
者
等
が
認
め
る
教
員
等
と
の
接
触
の
回
避
そ
の
他
の
被
害
児
童
等
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

事
案
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
た
支
援
機
関
等
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
児
童
等
を
支
援
す
る
機
関
等
を
い
う
。）の
情
報
を
被
害
児
童
等
に
提
供
す
る
こ
と
。

三

被
害
児
童
等
及
び
そ
の
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
。

（
法
第
十
一
条
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
二
条

法
第
十
一
条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
管
理
責
任
者
を
設
置
し
、
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
管
理
に
関
す
る
措
置
（
以
下
「
情
報
管
理
措
置
」
と
い
う
。）に
係
る
規
程
（
以
下
「
情
報
管
理
規
程
」
と
い
う
。）を
定
め
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
並
び
に
民
間
教
育
保
育
等
事

業
者
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
者
を
二
人
以
上
置
く
こ
と
と
す
る
。

２

情
報
管
理
規
程
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

基
本
的
事
項

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲
を
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
。

ロ

犯
罪
事
実
確
認
書
の
内
容
の
記
録
及
び
保
存
を
極
力
避
け
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得
ず
犯
罪
事
実
確
認
書
の
内
容
を
記
録
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
は
、
漏
え
い
等
（
次
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
漏
え
い
、
滅
失
若
し

く
は
毀
損
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
を
い
う
。）の
リ
ス
ク
に
応
じ
た
情
報
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

情
報
機
器
の
種
類
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
状
況
等
に
応
じ
た
情
報
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
い
の
手
順
に
応
じ
て
必
要
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

ホ

組
織
の
長
が
情
報
管
理
の
重
要
性
を
理
解
し
、
組
織
的
に
点
検
及
び
改
善
を
実
施
す
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の

イ

組
織
的
情
報
管
理
措
置

ロ

人
的
情
報
管
理
措
置

ハ

物
理
的
情
報
管
理
措
置

ニ

技
術
的
情
報
管
理
措
置

３

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
又
は
共
同
認
定
（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
（
法
第
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
運
営
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
あ
っ
て
は
、
情
報
管
理
規
程
に
、
前
項
に
定
め
る
事
項
に
加
え
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
を
い
う
。
第
十
四
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）は
、
当
該
情
報
管
理
規
程
に
係
る
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
に
お
い
て
、
初
め
て
交
付
申
請
を
行

う
前
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
、
情
報
管
理
規
程
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
管
理
規
程
の
提
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
情
報
管
理
規
程
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
二
十
四
条
第
三
項
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
の
内
容
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）及
び
変
更
の
理
由

三

変
更
後
の
情
報
管
理
規
程
の
実
施
予
定
日

７

前
項
の
届
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
三
条
の
報
告
が
必
要
な
事
態
）

第
十
三
条

法
第
十
三
条
（
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
高
度
な
暗
号
化
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
除
く
。
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お

そ
れ
が
あ
る
事
態

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
が
法
第
十
二
条
（
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
て
第
三
者
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

三

特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
（
犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
、
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
（
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
法
第
六
条
（
法
第

九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
措
置
又
は
法
第
二
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
防
止
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
当
該
者
か
ら
取
得
し
た
、
特
定
性
犯
罪
事
実
に
関
す
る

よ
り
詳
細
な
情
報
（
高
度
な
暗
号
化
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が

あ
る
事
態
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
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（
法
第
十
三
条
の
報
告
の
内
容
及
び
方
法
）

第
十
四
条

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
報
告
を
行
う
時
点
で
把
握
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
認
定
事
業
者
等
（
法
第
二
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
前
項

の
報
告
に
加
え
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
を
知
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
（
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
に
対
す
る
行
為
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録

等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
の
漏
え
い
等
（
前
条
各
号
に
規
定
す
る
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
十
日
以
内
）
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

概
要

二

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
の
項
目

三

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
に
係
る
本
人（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
数

四

原
因

五

二
次
被
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

六

本
人
へ
の
対
応
の
実
施
状
況

七

公
表
の
実
施
状
況

八

再
発
防
止
の
た
め
の
措
置

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

３

前
二
項
の
報
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

法
第
三
十
五
条
第
四
項
第
二
号
の
場
合
に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
又
は
特
定
性
犯
罪
事
実
関
連
情
報
に
係
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項

又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
を
除
く
。）が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
は
、
本
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人
へ
の
通
知
が
困
難
な
場

合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
又
は
認
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
態
を
知
っ
た
後
、
当
該
事
態
の
状
況
に
応
じ
て
速
や
か
に
、
当
該
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要

な
範
囲
に
お
い
て
、
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
十
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
毎
年
度
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
帳
簿
は
、
作
成
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
五
条
第
二
項
の
定
期
報
告
）

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

報
告
を
行
う
年
の
前
年
の
五
月
一
日
か
ら
当
該
報
告
を
行
う
年
の
四
月
三
十
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。）に
法
第
四
条
（
法
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
の
対
象
と
さ
れ
た
者
（
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
同
条
第
一
項
の
施
行
時

現
職
者
（
以
下
「
施
行
時
現
職
者
」
と
い
う
。）を
含
む
。）の
一
覧

二

前
号
の
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

基
準
日
に
お
け
る
離
職
の
状
況

ロ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
か
否
か
の
別

ハ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
教
員
等
と
し
て
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
従
事
す
る
学
校
設
置
者
等
の
区
分
（
法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
設
置
者
等
の
別
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
従
事
す
る
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称

ニ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
教
員
等
と
し
て
従
事
し
て
い
る
施
行
時
現
職
者
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
当
該
施
行
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

ホ

教
員
等
と
し
て
の
そ
の
本
来
の
業
務
の
従
事
開
始
年
月
日
（
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
へ
の
従
事
を
開
始
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
従
事
開
始
予
定
日
）

ヘ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
が
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
い
ず
れ
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
別

ト

犯
罪
事
実
確
認
の
期
限

チ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
さ
れ
た
犯
罪
事
実
確
認
書
の
確
認
日
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
日
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
受
領
日

リ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
か
否
か
の
別

ヌ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し
た
か
の
別
及
び
法
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
措
置
の
内
容


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三

基
準
日
に
お
け
る
施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
数
及
び
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
件
数
（
基
準
日
に
お
い
て
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四

基
準
日
に
お
け
る
施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
っ
て
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
数
及
び
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
の
数

五

施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
、
報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
の
数
（
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し
た
か
の
別
及
び
第

二
号
ヌ
の
措
置
の
内
容
の
別
ご
と
の
数
を
含
む
。）

六

学
校
設
置
者
等
の
区
分
ご
と
の
情
報
管
理
措
置
の
実
施
状
況

２

前
項
の
報
告
は
、
毎
年
、
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
等
を
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
報
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
七
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条

法
第
十
七
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
住
所
又
は
所
在
地

三

違
反
が
あ
っ
た
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

違
反
が
あ
っ
た
学
校
設
置
者
等
の
区
分

五

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
法
第
四
条
又
は
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
条
の
い
ず
れ
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
か
の
別

六

違
反
の
内
容

七

違
反
に
係
る
教
員
等
の
数

（
法
第
十
九
条
第
三
項
の
申
請
書
の
提
出
方
法
等
）

第
十
八
条

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
書
の
提
出
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
の

公
的
基
礎
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
係
る
事
項
を
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を

除
く
。）に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
行
う
業
務
が
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
も
の
の
人
数

二

法
人
共
通
認
証
基
盤
（
法
人
そ
の
他
の
者
の
申
請
等
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
証
す
る
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
が
整
備
及
び
管
理
を
一
元
的
に
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
利
用
に
お

け
る
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

三

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
方
式
（
特
定
の
商
標
、
商
号
そ
の
他
の
表
示
を
使
用
さ
せ
、
及
び
経
営
に
関
す
る
指
導
等
を
行
う
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
対
価
の
支
払
い
等
を
内
容
と
す
る
定
型
的
な
約
款
に
よ
る
契
約
に
基
づ
く
事
業

の
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
り
、
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
と
異
な
る
事
業
者
が
第
一
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
と
同
一
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

４

法
第
十
九
条
第
四
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
国
立
大
学
法
人

（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。）
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団

定
款
に
準
ず
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
に
準
ず
る
書
類

ハ

個
人

住
民
票
の
写
し

二

民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
教
育
事
業
（
法
第
二
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
民
間

教
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
限
る
。）を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

情
報
管
理
規
程

四

法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
法
人
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
氏
名
、
略
歴
等
を
示
す
書
類


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（
認
定
等
の
基
準
）

第
十
九
条

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
体
制
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
責
任
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
を
計
画
的
か
つ
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
業
務
の
管
理

二

教
育
保
育
等
従
事
者
に
対
す
る
犯
罪
事
実
確
認
の
必
要
性
、
対
象
、
手
続
等
の
事
項
に
係
る
事
前
の
通
知

三

交
付
を
受
け
た
犯
罪
事
実
確
認
書
の
確
認

四

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
措
置

イ

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
、
当
該
者
に
対
し
書
面
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
等
を
保
存
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
防
止
措
置
（
第
三
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
措
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
し
た
情
報
に
つ
い
て
適
切
な
事
実
確
認
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
事
実
確
認
等
の
結
果
、
犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
等
に
応
じ
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
措
置
が
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
に
定
め
る
事
項
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
七
条
第
一
項
（
法
第
十
条
第
一
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
教
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
学
校
設
置
者
等
（
法

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
者
等
を
い
う
。
附
則
第
五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）（
施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
認
定
事
業
者

等
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
（
法
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ハ
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分
中
「
第
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ハ
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
学
校
設
置
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
事
業
者
等
」
と
、「
教
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

三

共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

３

法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
内
閣
府
令
で
定
め
る
研
修
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
み
、
か
つ
、
座
学
と
演
習
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
研

修
と
す
る
。

一

教
育
保
育
等
従
事
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
基
礎
的
事
項
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
生
じ
る
要
因
及
び
こ
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。）

二

児
童
対
象
性
暴
力
等
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
つ
な
が
り
得
る
不
適
切
な
行
為
の
範
囲

三

児
童
対
象
性
暴
力
等
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
つ
な
が
り
得
る
不
適
切
な
行
為
の
疑
い
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置

四

相
談
、
報
告
等
を
踏
ま
え
た
対
応

五

被
害
児
童
等
（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
認
定
事
業
者
等
が
認
め
る
児
童
等
を
い
う
。）の
保
護
及
び
支
援

六

犯
罪
事
実
確
認
に
お
い
て
教
育
保
育
等
従
事
者
に
求
め
ら
れ
る
対
応

七

防
止
措
置
に
係
る
基
礎
的
事
項

八

厳
格
な
情
報
管
理
の
必
要
性

（
共
同
認
定
の
申
請
書
の
提
出
方
法
等
）

第
二
十
条

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育

等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
行
う
業
務
が
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
も
の
の
人
数

二

法
人
共
通
認
証
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

三

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
方
式
に
よ
り
、
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
と
異
な
る
事
業
者
が
第
一
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
と
同
一
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

５

法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
四
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。）
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団

定
款
に
準
ず
る
書
類
及
び
登
記
事
項
証
明
書
に
準
ず
る
書
類

ハ

個
人

住
民
票
の
写
し
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二

民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
教
育
事
業
に
限
る
。）を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
類

三

情
報
管
理
規
程

四

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
そ
れ
ぞ
れ
の
法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
が
法
人
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
の
氏
名
、
略
歴
等
を
示
す
書
類

（
法
第
二
十
二
条
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
等
の
年
月
日

二

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
の
方
式
に
よ
り
、
当
該
認
定
事
業
者
等
と
異
な
る
事
業
者
が
当
該
認
定
等
事
業
（
法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
等
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
同
一
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
旨

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

認
定
等
事
業
の
用
に
供
す
る
物
品

二

認
定
等
事
業
の
広
告

三

認
定
等
事
業
の
取
引
等
に
関
す
る
書
類
又
は
通
信

四

認
定
等
事
業
を
行
う
事
業
所

五

認
定
等
事
業
に
関
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
情
報

六

認
定
等
事
業
に
関
す
る
労
働
者
等
の
募
集
の
用
に
供
す
る
広
告
又
は
文
書

（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
事
項
等
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
（
法
第
二
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

三

変
更
事
項
及
び
変
更
の
理
由

四

変
更
年
月
日

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
そ
の
変
更
を
証
す
る
法
第
十
九
条
第
四
項
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
添
付
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
届
出
書
及
び
書
類
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、か
つ
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

共
同
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
双
方
が
内
容
を
確
認
し
、
及
び
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
届
出
事
項
等
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分

三

変
更
の
内
容
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）及
び
変
更
の
理
由

四

変
更
後
の
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
情
報
管
理
規
程
の
実
施
予
定
日

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
内
容
及
び
情
報
管
理
措
置
の
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二

法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係
る
変
更
以
外
の
変
更

三

情
報
管
理
措
置
の
水
準
を
維
持
す
る
変
更
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
手
法
の
変
更
に
と
ど
ま
る
も
の

四

情
報
管
理
措
置
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
変
更

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
欠
員
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
短
期
間
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
新
た
に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
情
の
ほ
か
、
認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
短
期
間
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
新
た
に
雇
用
契
約
そ
の
他
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
業
務

に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
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三

認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
他
の
事
業
者
か
ら
当
該
認
定
事
業
者
等
へ
の
異
動
の
決
定
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る

日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

四

認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
同
一
の
事
業
者
内
に
お
け
る
配
置
換
え
の
決
定
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前

と
な
る
こ
と
。

五

労
働
者
派
遣
契
約
及
び
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
認
定
事
業
者
等
が
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
認
定
事
業
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
当

該
契
約
の
締
結
等
に
遅
れ
が
生
じ
、
当
該
契
約
の
締
結
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
従
事
す
る
日
の
直
前
と
な
る
こ
と
。

六

社
会
福
祉
法
第
五
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
新
設
合
併
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
認
定
等
事
業
を
承
継
し
、
新
た
に
認
定
事
業
者
等
と
な
る
者
が
、
継
続
し
て
当
該
認
定
等
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
る
こ
と
。

七

吸
収
合
併
、
吸
収
分
割
、
事
業
譲
渡
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
別
の
認
定
事
業
者
等
が
現
に
行
っ
て
い
る
認
定
等
事
業
を
承
継
し
、
継
続
し
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
承
継
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
、
短
期
間
で
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

八

認
定
事
業
者
等
が
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申

請
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
な
災
害
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
。

（
令
第
五
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
六
条

令
第
五
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
た
認
定
事

業
者
等
が
、
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
交
付
申
請
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期
間
内
に
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
場
合

二

前
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
場
合

（
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
届
出
事
項
等
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分

三

全
て
の
認
定
時
現
職
者
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
時
現
職
者
を
い
う
。
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
犯
罪
事
実
確
認
が
完
了
し
た
年
月
日

２

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
帳
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
定
期
報
告
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
前
回
の
報
告
に
係
る
基
準
日
（
次
項
に
規
定
す
る
期
限
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
初
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）（
初
回
の
報
告
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

認
定
等
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
今
回
の
報
告
に
係
る
基
準
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。）に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
の
対
象
と

さ
れ
た
者
（
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
認
定
時
現
職
者
を
含
む
。）の
一
覧

二

前
号
の
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

基
準
日
に
お
け
る
離
職
の
状
況

ロ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
か
否
か
の
別

ハ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
従
事
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
及
び
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称

ニ

基
準
日
に
お
い
て
離
職
し
て
お
ら
ず
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
従
事
し
て
い
る
認
定
時
現
職
者
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
日
に
お
い
て
当
該
認
定
時
現
職
者
の
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の

旨
ホ

認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
の
そ
の
業
務
の
従
事
開
始
年
月
日
（
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
へ
の
従
事
を
開
始
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
従
事
開
始
予
定
日
）

ヘ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
六
項
の
い
ず
れ
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
別

ト

犯
罪
事
実
確
認
の
期
限

チ

報
告
対
象
期
間
に
犯
罪
事
実
確
認
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
さ
れ
た
犯
罪
事
実
確
認
書
の
確
認
日
及
び
受
領
日

リ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
か
否
か
の
別

ヌ

報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し

た
か
の
別
及
び
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
措
置
の
内
容


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三

基
準
日
に
お
け
る
認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
数
及
び
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
件
数
（
基
準
日
に
お
い
て
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

四

基
準
日
に
お
け
る
認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
っ
て
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
数
及
び

当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
の
数

五

認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
、
報
告
対
象
期
間
に
お
い
て
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
の
数

（
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
し
た
か
の
別
及
び
第
二
号
ヌ
の
措
置
の
内
容
の
別
ご
と
の
数
を
含
む
。）

六

民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
及
び
施
設
又
は
事
業
所
ご
と
の
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
並
び
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
状
況

七

民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分
ご
と
の
情
報
管
理
措
置
の
実
施
状
況

２

前
項
の
報
告
は
、
毎
年
、
期
限
日
（
認
定
等
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
が
経
過
す
る
日
の
前
日
及
び
そ
の
後
毎
年
同
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
前
日
）
を
い
う
。）ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
事
業
者
等
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
前
に
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
届
出
）

第
三
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

二

認
定
事
業
者
等
が
認
定
等
に
つ
い
て
辞
退
す
る
場
合

三

認
定
事
業
者
等
が
行
う
認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
事
業
が
法
第
二
条
第
五
項
第
三
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る
場
合

２

前
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
事
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

廃
止
し
よ
う
と
す
る
認
定
等
事
業
の
概
要
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
の
区
分

三

廃
止
の
理
由

四

廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

３

第
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
交
付
申
請
の
方
法
等
）

第
三
十
一
条

交
付
申
請
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
交
付
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
対
象
事
業
者
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
交
付
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
事
業
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
交
付
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象
事
業
者
の
担
当
者
に
係
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
対
象
事
業
者
の
担
当
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
発
行
の
申
請
を
行
っ

て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

法
第
四
条
第
三
項
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
交
付
申
請
に
つ
い
て
は
、こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

同
項
の
期
間
を
分
割
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
七
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
二
条

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
七
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

申
請
従
事
者
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
従
事
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
次
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別

イ

法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者

ロ

施
行
時
現
職
者

ハ

認
定
時
現
職
者

ニ

法
第
四
条
第
四
項
（
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者

二

申
請
従
事
者
が
法
第
四
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
、
第
六
条
各
号
又
は
第
二
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
及
び
法
第
四
条
第
二

項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
と
し
て
講
ず
る
措
置
の
内
容

三

申
請
従
事
者
（
児
童
福
祉
事
業
又
は
認
定
等
事
業
に
係
る
者
に
限
る
。）が
従
事
す
る
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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四

申
請
従
事
者
が
既
に
教
員
等
又
は
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
従
事
開
始
年
月
日

五

申
請
従
事
者
が
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

六

法
人
共
通
認
証
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
対
象
事
業
者
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

七

交
付
申
請
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
を
送
付
す
る
名
宛
人
の
氏
名

（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
申
請
従
事
者
に
よ
る
書
面
等
の
提
出
）

第
三
十
三
条

法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
書
面
及
び
書
類
の
提
出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
提
出
を
し
よ
う
と
す
る
申
請
従
事
者
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
の
提
出
を
対
象
事

業
者
を
経
由
し
て
行
う
と
き
及
び
法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
の
提
出
を
対
象
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
と
き
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象
事
業
者
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、

か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
従
事
者
又
は
対
象
事
業
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
書
面
又
は
書
類
の
提
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
従
事
者
又
は
対
象
事
業
者
の
担
当
者
の
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る

方
法
に
よ
り
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
従
事
者
又
は
対
象
事
業
者
の
担
当
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
利

用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

申
請
従
事
者
が
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
対
象
者
情
報
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
対
象
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
事
業
者
は
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

４

法
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
氏
名
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

二

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
氏
名
の
振
り
仮
名
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
振
り
仮
名
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
み
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

三

出
生
の
年
月
日

四

本
籍
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
本
籍
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

五

戸
籍
に
入
っ
た
原
因
及
び
年
月
日

六

実
父
母
の
氏
名
及
び
実
父
母
と
の
続
柄

５

法
第
三
十
三
条
第
五
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

在
留
カ
ー
ド
、
住
民
票
又
は
旅
券
等
の
写
し

二

氏
名
、
国
籍
、
性
別
又
は
生
年
月
日
の
変
更
が
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
国
籍
の
属
す
る
国
に
お
け
る
当
該
変
更
を
証
す
る
戸
籍
に
相
当
す
る
書
類

三

氏
名
、
国
籍
、
性
別
又
は
生
年
月
日
の
変
更
が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
し
、
又
は
誓
約
す
る
書
類

四

出
入
国
に
係
る
履
歴
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
氏
名
（
変
更
前
の
全
て
の
氏
名
を
含
む
。）を
片
仮
名
及
び
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
た
も
の
並
び
に
二
以
上
の
国
籍
を
有
す
る
か
否
か
を
記
載
し
た
書
類

五

前
号
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
し
、
又
は
誓
約
す
る
書
類

６

申
請
従
事
者
は
、
戸
籍
法
第
百
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

法
第
三
十
三
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
場
合

最
新
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
法
第
三
十
三
条
第
五
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

二

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
三
月
以
上
経
過
し
て
い
る
場
合
に
は
、
最
新
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
当
該
書
類

ハ

直
近
に
行
っ
た
交
付
申
請
か
ら
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
証
し
、
又
は
誓
約
す
る
書
類

（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
様
式
）

第
三
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
六
項
の
犯
罪
事
実
確
認
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
。

（
訂
正
請
求
に
係
る
通
知
の
到
達
時
期
）

第
三
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
知
先
の
申
請
従
事
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。）を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
に
申
請
従
事
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
記
録
さ
れ
た
時
に
当
該
申
請
従
事
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
様
式
等
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

２

犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
作
成
は
、
必
要
な
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
こ
ど
も
家
庭
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
必
要
な
事
項
を
記
録
す
る
事
務
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
当
該
作
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
記
録
の
事
務
を
行
う
者
に
係
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明

用
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
す
る
。





（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
五
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の

措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切

に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
児
童
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継

続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
児
童
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
二

削
除

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
四
条
第
二
項

第
五
条

都
道
府
県
内

指
定
都
市
内
及
び
児
童
相
談
所
設

置
市
内

第
四
条
第
二
項

第
五
条

都
道
府
県
内

指
定
都
市
内
及
び
児
童
相
談
所
設

置
市
内

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
帳
簿
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
認
定
事
業
者
等
が
認
定
等
を
受
け
て
か
ら
初
回
の
基
準

日
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。

（
報
告
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
報
告
を
行
う
年
の
前
年
の
五
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
の
施
行
の
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
毎
年
、」と
あ
る
の
は
「
令
和
十

年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
、
共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
又
は
対
象
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
法
人
共
通
認
証

基
盤
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
、
第
二
十
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
者
は
、
法
人
共
通
認
証
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
事
業

者
の
識
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
五
条

国
及
び
学
校
設
置
者
等
に
係
る
事
業
の
所
轄
庁
は
、
法
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
学
校
設
置
者
等
が
法
の
施
行
後
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。





第
五
条
の
二

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相
談

所
設
置
市
の
長

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

当
該
都
道
府
県

当
該
指
定
都
市
及
び
児
童
相
談
所

設
置
市

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
七
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
五
条
第
二
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
五
条
第
二
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
九

条
の
四
、
第
九
条
の
五
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
第
一
号

（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
六
条
第
二
号
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
二

条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び

第
五
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三

十
二
条
の
二
（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
一
条
第
一

号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十

八
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
五
十
七
条
第
一
号（
給
食
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、

第
六
十
二
条
第
一
項
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
九

条
の
四
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係

る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
六
条
第
二
号
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
三
十
二
条
第
一
号
（
調

理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
号
（
調
理

室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
二
条
の
二（
第

三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
一
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係

る
部
分
に
限
る
。）（
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
八
条
第
一
号
（
調

理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
五
十
七
条
第
一
号
（
給
食
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
六
十
二
条
第

一
項
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規

定
に
よ
る
基
準

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
九
条
の
五

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
児
童
厚
生
施
設
（
児
童
館
を
除
く
。）、児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。）の
設
置
者
は
、
法
第
四
十
五
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等

及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
等
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童

等
対
象
業
務
従
事
者
（
児
童
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る

環
境
の
下
で
当
該
児
童
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
五
の
四

第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
五
の
四

第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

十

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都

道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
八
条
の
二
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条

の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
二
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第

五
十
四
条
の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条

の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第

七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
一
条

第
二
項
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

四
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
五
条
（
第
七
十
一
条
、第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
六
条
（
第
五
十
四
条
の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
七
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び

第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

十

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都

道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四

及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
八
条
の
二
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条

の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
二
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第

五
十
四
条
の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条

の
九
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
六
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
条
の
三
第
二
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
四
条
の
九
、
第

七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
一
条

第
二
項
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

四
十
四
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
五
条
（
第
七
十
一
条
、第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
七
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
五
十
二
条
（
第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
十
四
及
び
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

﹇
十
一
・
十
二

略
﹈

﹇
十
一
・
十
二

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
四
十
六
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童

対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た

め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
障
害
児

を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
障
害
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支

配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
障
害
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確

認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
十
六
条

削
除

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
四
条
の
九

第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
四
節
（
第
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
四
十
六
条
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
を
除

く
。）の
規
定
は
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
四
条
の
九

第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
四
節
（
第
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、第
三
十
三
条
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
を
除
く
。）の
規
定
は
、

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
一
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三

十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
第
七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

七
条
第
六
号
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項

中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及

び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
か

ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
い
う
。
第

七
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
六
号
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」と
あ
る
の
は「
第

七
十
条
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
第
二
項
」
と
、
第

二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は

「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
一
条
の
二

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
の

四
ま
で
、
第
六
十
五
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
共
生
型
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
を
い
う
。）の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
十
一
条
の
二

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一

項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
の
四
ま
で
、
第
六
十
五
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
共
生
型
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
共
生
型
通
所
支
援
を
い
う
。）の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
一
条
の
十
四

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
六

項
及
び
第
七
項
を
除
く
。）、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、第
四
十
条
の
三
第
一
項
、

第
四
十
一
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、

指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中

「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及

び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。」と
あ
る
の
は
「
い
う
。」と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児

童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二

十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
十
四

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
六

項
及
び
第
七
項
を
除
く
。）、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、第
四
十
条
の
三
第
一
項
、

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
十

二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十

六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。」と
あ
る
の
は「
い
う
。」と
、

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二

十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及

び
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」

と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
た
」と
、

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
九
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
四
項
を
除

く
。）、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六

条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第

四
十
三
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
及
び
第
七
十
一

条
の
十
一
か
ら
第
七
十
一
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
は
、指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条
第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。」と
あ
る
の
は
「
い
う
。」と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

第
七
十
九
条

第
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
（
第
四
項
を
除

く
。）、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六

条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第

四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条

か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
及
び
第
七
十
一
条
の
十
一
か
ら
第
七
十
一
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
保
育
所
等

訪
問
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
三
」
と
、
第
十
六
条
中
「
い
う
。
第
三
十
七
条

第
六
号
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。」と
あ
る
の
は
「
い
う
。」と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
次

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
」
と
、第
二
十
五
条
第
二
項
中「
第
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七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
中

「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
、
第
二
十
六
条
第
六
項
中
「
を
受
け

て
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
当
該
事
業
所
の
訪
問
支
援
員
が
当
該
障
害
児
に
対
し
て
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う

に
当
た
っ
て
訪
問
す
る
施
設
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
」
と
い
う
。）に
よ
る
評
価
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
評
価
」

と
い
う
。）を
受
け
て
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
児
及
び
そ
の

保
護
者
並
び
に
当
該
訪
問
先
施
設
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
自
己
評
価
及
び
保
護
者
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
自

己
評
価
、
保
護
者
評
価
及
び
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
、「
保
護
者
に
示
す
」
と
あ
る
の
は
「
保
護
者
及
び
訪
問
先

施
設
に
示
す
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
、
同
条

第
五
項
中
「
担
当
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
者
及
び
当
該
障
害
児
に
係
る
訪
問
先
施
設
の
担
当
者
等
」
と
、

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務

の
体
制
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問

支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
一
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
中
「
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」

と
、
第
二
十
六
条
第
六
項
中
「
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
当
該
事
業
所
の
訪
問
支
援
員
が
当
該
障
害
児

に
対
し
て
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
訪
問
す
る
施
設
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
」
と
い
う
。）に
よ

る
評
価
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
い
う
。）を
受
け
て
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護

者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
当
該
訪
問
先
施
設
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
自
己
評
価

及
び
保
護
者
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
評
価
、
保
護
者
評
価
及
び
訪
問
先
施
設
評
価
」と
、「
保
護
者
に
示
す
」

と
あ
る
の
は
「
保
護
者
及
び
訪
問
先
施
設
に
示
す
」
と
、
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
六
条
第
四
項
に
規

定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ

ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
担
当
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
者
及
び
当
該
障
害
児
に
係

る
訪
問
先
施
設
の
担
当
者
等
」
と
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、
前
条
の
協
力
医
療
機

関
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
児
童
発
達
支
援
計

画
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
四
十
三
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教

育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防

止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
障
害
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務

従
事
者
（
障
害
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下

で
当
該
障
害
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事

実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条

削
除

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
条

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
十
三
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の

五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者

に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二

第
十
三
条

削
除
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条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童

対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
用
乳
幼
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
利

用
乳
幼
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該

利
用
乳
幼
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実

確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
十
六
第

二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
十
六
第

二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
七
条
、
第
八
条
、第
十
二
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で
、

第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、第
二
十
三
条（
第

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
五
条
（
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に

よ
る
基
準

二

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、第
十
五
条
、

第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
三
条
（
第
二
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
五
条
（
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

﹇
略
﹈

三

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
十
三
条
の
二

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等

事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び

児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
用
乳
幼
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者

（
利
用
乳
幼
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で

当
該
利
用
乳
幼
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪

事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
三
条
の
二
、
第
三
条
の
三
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
第
九
条
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、第
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
二（
後

段
を
除
く
。）の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
三
条
の
二
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
九

条
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除
く
。）

の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
）

第
三
条
の
三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
法
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が

行
わ
れ
た
場
合
に
園
児
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
園
児
と
接
す
る
業
務
に
従
事

す
る
者
の
う
ち
、
支
配
性
、
継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該
園
児
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に

係
る
犯
罪
事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
令
第
五
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平



別紙４ 



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
八

管
理
運
営
等

第
八

管
理
運
営
等

﹇
一
〜
九

略
﹈

﹇
一
〜
九

同
上
﹈

十

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
法
第
六
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
学
校

設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ

る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性

暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
十
に
お
い
て
同

じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が

行
わ
れ
た
場
合
に
子
ど
も
を
適
切
に
保
護
す
る

た
め
、
児
童
等
対
象
業
務
従
事
者
（
子
ど
も
と

接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、支
配
性
、

継
続
性
及
び
閉
鎖
性
の
あ
る
環
境
の
下
で
当
該

子
ど
も
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
犯
罪

事
実
確
認
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

犯
罪
事
実
確
認
を
い
う
。）そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
告
示
第
三
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的

な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六

年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平



別紙５ 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
２

規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
人
的
情
報
管
理
措
置
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
者
に
対
し
、

そ
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
の
周
知
及
び
必
要
な
研
修
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

３

規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
物
理
的
情
報
管
理
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
サ
ー
バ
ー
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
重
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
区

域
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
事
務
を
行
う
区
域
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
機
器
、
電
子
媒
体
、
書
類
等
の
盗
難
、
紛
失
等
を
防
止
す
る
た
め
に
、
適

切
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

三

犯
罪
事
実
確
認
書
の
内
容
を
記
録
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
が
記
録
さ
れ
た
電

子
媒
体
、
書
類
等
の
持
ち
運
び
に
当
た
っ
て
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
を
講

ず
る
こ
と
。

四

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
廃
棄
若
し
く
は
消
去
を
し
、
又
は
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
が
記
録
さ
れ
た
機
器
、
電

子
媒
体
等
の
廃
棄
を
す
る
場
合
に
は
、
復
元
不
可
能
な
手
段
で
行
う
こ
と
。

４

規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
技
術
的
情
報
管
理
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
者
が
正
当
な
ア

ク
セ
ス
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
識
別
し
、
当
該
識
別
し
た
結
果
に
基
づ
き
認
証
す
る
機
能
を
具
備
す
る
こ

と
。

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
に
、
適
切
な
ア
ク
セ
ス
制
御
を
行
う
こ
と
。

三

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
を
、
不
正
ア
ク
セ
ス
又
は
不
正
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
か
ら
保
護

す
る
仕
組
み
を
導
入
し
、
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
。

四

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱
う
情
報
シ
ス
テ
ム
の
使
用
に
伴
う
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
漏
え
い
等
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
。

〇
こ
ど
も
家
庭
庁
告
示
第
十
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
百
四
号
）
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
設
置
者
等
及
び

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十

五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

渡
辺
由
美
子

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
措
置

１

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
百
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
組
織

的
情
報
管
理
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

情
報
管
理
措
置
（
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
講
ず
る
た
め

の
組
織
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止

等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
、情
報
管
理
規
程（
規

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理
規
程
を
い
う
。）を
遵
守
し
、
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
取
り
扱

う
者
に
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

三

犯
罪
事
実
確
認
書
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
書
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。）の
内
容
を
記
録
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
運
用
状
況
を
事
後
的
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
い
に
係
る
記
録
に
記
載
す
る
項
目
を
整
理
し
、
当
該
項
目
に
従
っ
て
犯

罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
い
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

四

漏
え
い
等
（
規
則
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
漏
え
い
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
事
案
の
発
生

又
は
そ
の
兆
候
を
把
握
し
た
場
合
に
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

五

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
取
扱
状
況
を
把
握
し
、
情
報
管
理
措
置
の
評
価
、
見
直
し
及
び
改
善
に
取
り
組
む
こ

と
。


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注
色
彩
は
、
背
景
は
空
色
、
頭
部
（
顔
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）及
び
胴
体
は
黄
赤
色
、
く
ち
ば
し

は
黄
色
、
両
目
（
両
目
の
中
に
あ
る
円
形
の
部
分
を
除
く
。）は
黒
色
、
顔
に
相
当
す
る
部
分
、
両
目
の
中
に
あ
る
円

形
の
部
分
及
び
文
字
は
白
色
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
色
と
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

背
景
及
び
く
ち
ば
し
を
淡
い
灰
色
と
し
、
頭
部
及
び
胴
体
を
濃
い
灰
色
と
し
て
も
よ
い
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

〇
こ
ど
も
家
庭
庁
告
示
第
十
一
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る

表
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

渡
辺
由
美
子


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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

国
事
行
為
臨
時
代
行
名

令
和
六
年
六
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
律
第
六
十
九
号

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
三
条
）

第
二
章

学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
四
条

第
十
八
条
）

第
三
章

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
認
定
等
及
び
認
定
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
十
九
条

第
三
十
二

条
）

第
四
章

犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
等
（
第
三
十
三
条

第
三
十
九
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
四
十
条

第
四
十
二
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
四
十
三
条

第
四
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、児
童
対
象
性
暴
力
等
が
児
童
等
の
権
利
を
著
し
く
侵
害
し
、児
童
等
の
心
身
に
生
涯
に
わ
た
っ

て
回
復
し
難
い
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
等
に
対
し
て
教
育
、
保
育
等
の
役
務
を
提

供
す
る
事
業
を
行
う
立
場
に
あ
る
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
教
員
等
及
び
教
育
保
育
等
従
事

者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
を
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ

き
措
置
並
び
に
こ
れ
と
同
等
の
措
置
を
実
施
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
を
認
定
す
る

仕
組
み
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
教
員

等
及
び
教
育
保
育
等
従
事
者
が
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
に
該
当
す
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
国
が
学
校
設
置
者

等
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
対
し
て
提
供
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
も
っ
て

児
童
等
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高

等
専
門
学
校
の
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
又
は
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
対
象
性
暴
力
等
」
と
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
及
び
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ

れ
に
相
当
す
る
行
為
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
設
置
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。）を
設
置
す
る
者

イ

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
同
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。）

ロ

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
課
程

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ハ

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
。
ニ
及
び
次
項
第
四
号
並
び
に
第
十
二
条
第
四
号
に
お
い
て
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。）第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
」
と
い
う
。）

ニ

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公

示
が
さ
れ
た
施
設

ホ

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
（
次
項

第
五
号
に
お
い
て
「
児
童
相
談
所
」
と
い
う
。）

ヘ

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等（
次
項
第
六
号
に
お
い
て「
指

定
障
害
児
入
所
施
設
等
」
と
い
う
。）

ト

児
童
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
院
（
次
項
第
七
号
に
お
い
て
「
乳
児
院
」
と
い
う
。）

チ

児
童
福
祉
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
（
次
項
第
八
号
に
お
い
て
「
母
子
生
活
支
援
施

設
」
と
い
う
。）

リ

児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
保
育
所
（
次
項
第
九
号
に
お
い
て
「
保
育
所
」
と
い
う
。）

ヌ

児
童
福
祉
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童
館
（
次
項
第
十
号
に
お
い
て
「
児
童
館
」
と
い
う
。）

ル

児
童
福
祉
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
（
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
「
児
童
養
護
施
設
」
と

い
う
。）


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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

ヲ

児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
児
入
所
施
設
を
除
く
。
次
項
第
十
二
号
に
お
い
て
「
障
害
児
入
所
施
設
」
と
い
う
。）

ワ

児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設
（
次
項
第
十
三
号
に
お
い
て
「
児
童
心
理

治
療
施
設
」
と
い
う
。）

カ

児
童
福
祉
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
（
次
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
児
童
自
立
支
援

施
設
」
と
い
う
。）

二

次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
児
童
福
祉
事
業
」
と
い
う
。）を
行
う
者

イ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
十
一
条

の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
行
う
も
の
（
次
項
第
十
五
号
及
び
第
五
項
第
四
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
お
い
て
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業（
次
項
第
十
六
号
に
お
い
て「
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

ハ

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
次
項
第
十
七
号
に
お
い
て
「
家
庭
的

保
育
事
業
等
」
と
い
う
。）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
員
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

校
長
、
園
長
、
副
校
長
、
副
園
長
及
び
教
頭

ロ

主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
、

寄
宿
舎
指
導
員
、
教
授
、
准
教
授
及
び
助
教

ハ

ロ
に
掲
げ
る
教
職
員
の
業
務
に
類
す
る
業
務
を
行
う
職
員
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

二

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
校
長
、
教
員
及
び
教
員
の
業
務
に
類
す
る
業
務
を
行
う
職
員
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

園
長
、
副
園
長
及
び
教
頭

ロ

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
幹
養
護
教
諭
、
主
幹
栄
養
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、講
師
、

養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
栄
養
教
諭

ハ

ロ
に
掲
げ
る
教
職
員
の
業
務
に
類
す
る
業
務
を
行
う
職
員
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

四

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
の
長
及
び
当
該
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
子
ど
も
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
を
い
う
。）の
教
育
又
は
保
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

五

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
児
童
相
談
所
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
（
児
童
福
祉
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児

童
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
指
導
又
は
一
時
保
護
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

六

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
長
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
従
業
者
の
う
ち
障
害
児
（
児
童
福
祉
法
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
保
護
、
日
常
生
活
に
お
け

る
基
本
的
な
動
作
及
び
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
技
能
の
習
得
の
た
め
の
支
援
又
は
治
療
に
関
す
る
業
務
を
行
う

も
の

七

乳
児
院
の
長
及
び
乳
児
院
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
の
養
育
に
関
す
る
業

務
を
行
う
も
の

八

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
保
護
又
は
生
活
の
支
援
に
関
す

る
業
務
を
行
う
も
の

九

保
育
所
の
長
及
び
保
育
所
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
保
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十

児
童
館
の
長
及
び
児
童
館
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
遊
び
の
指
導
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
一

児
童
養
護
施
設
の
長
及
び
児
童
養
護
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
養
護
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
二

障
害
児
入
所
施
設
の
長
及
び
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
障
害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
四
十
二

条
各
号
に
定
め
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
三

児
童
心
理
治
療
施
設
の
長
及
び
児
童
心
理
治
療
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
心
理
に
関
す
る
治
療
又
は
生

活
指
導
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
四

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
児
童
の
指
導
又
は
自
立
の
支
援
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
五

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
で

あ
っ
て
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
（
次
項
第
四
号
に
お
い
て
「
児
童
発
達

支
援
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
又
は

同
項
に
規
定
す
る
治
療
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス（
次
項
第
五
号
に
お
い
て「
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
三
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す

る
業
務
を
行
う
者

ハ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
（
次
項
第
六
号
に
お
い
て

「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
四
項
の
内
閣
府
令
で

定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ニ

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
訪
問
支
援
（
次
項
第
七
号
に
お
い
て
「
保
育

所
等
訪
問
支
援
」
と
い
う
。）に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
条
第
五
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務

を
行
う
者

十
六

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童

福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
遊
び
又
は
生
活
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う

も
の

十
七

家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
の
保

育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
」

と
い
う
。）を
行
う
者
を
い
う
。

一

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
課
程
に

係
る
も
の
に
限
る
。）又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
お
け
る
児
童
等
を
専
ら
対
象
と

す
る
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
事
業

二

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
以
外
の
教
育
施
設
で
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
も
の
の
う
ち
当

該
教
育
を
行
う
に
つ
き
同
法
以
外
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
に
お
け
る
学
校
教
育
法
第
五
十
条
に
規
定

す
る
高
等
学
校
の
課
程
に
類
す
る
教
育
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

三

学
校
等
に
お
け
る
教
育
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
児
童
等
に
対
し
て
技
芸
又
は
知
識
の
教
授
を
行

う
事
業
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
民
間
教
育
事
業
」
と
い
う
。）

イ

当
該
技
芸
又
は
知
識
を
習
得
す
る
た
め
の
標
準
的
な
修
業
期
間
が
、
六
月
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

児
童
等
に
対
し
て
対
面
に
よ
る
指
導
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
事
業
を
営
む
者
の
事
業
所
そ
の
他
の
当
該
事
業
を
営
む
者
が
当
該
事
業
を
行
う
た
め
に
用
意
す
る
場
所

に
お
い
て
指
導
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
事
業
に
お
い
て
当
該
技
芸
又
は
知
識
の
教
授
を
行
う
者
の
人
数
が
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
し
及

び
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
等
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
人
数

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
人
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

児
童
発
達
支
援
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。次
項
第
四
号
に
お
い
て「
児

童
発
達
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

五

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
五
号
に

お
い
て
「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。）


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六

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
六
号

に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

七

保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
事
業
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
七
号
に
お
い

て
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

八

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
次
項
第
八
号
に
お
い
て
「
児
童
自

立
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。）

九

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
及
び
こ
れ
に
類
す
る
事
業
で
学
校

教
育
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
十
条
に
規

定
す
る
公
民
館
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
（
次
項
第
九
号
に
お
い
て
「
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
」
と
い
う
。）

十

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
（
次
項
第
十
号
に
お
い
て
「
子
育
て
短

期
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

十
一

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
（
次
項
第
十
一
号
に
お
い
て
「
一
時
預
か

り
事
業
」
と
い
う
。）

十
二

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
（
次
項
第
十
二
号
に
お
い
て

「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
」
と
い
う
。）

十
三

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
（
次
項
第
十
三
号
に
お
い
て
「
病
児
保
育

事
業
」
と
い
う
。）

十
四

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
七
項
に
規
定
す
る
意
見
表
明
等
支
援
事
業
（
次
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
意

見
表
明
等
支
援
事
業
」
と
い
う
。）

十
五

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業（
次
項
第
十
五
号
に
お
い
て「
妊

産
婦
等
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。）

十
六

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
十
項
に
規
定
す
る
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業（
次
項
第
十
六
号
に
お
い
て「
児

童
育
成
支
援
拠
点
事
業
」
と
い
う
。）

十
七

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
か
ら
第
十
二

項
ま
で
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
事
業
（
次
項
第
十
七
号
に
お
い
て
「
認
可
外
保
育
事

業
」
と
い
う
。）

十
八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
十
八
号
に
お
い
て
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。）第
二
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
（
障
害
児
に
対
す
る
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
居
宅
介
護
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
同
行
援
護
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
動
援
護
、
同
条
第
八
項
に

規
定
す
る
短
期
入
所
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
を
行
う
も
の
に
限
る
。
同
号
に
お

い
て
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。）

十
三

病
児
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
病
児
保
育
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
の
保
育
に
関
す

る
業
務
を
行
う
も
の

十
四

意
見
表
明
等
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
意
見
表
明
等
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童

の
意
見
若
し
く
は
意
向
の
把
握
又
は
児
童
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
五

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち

児
童
に
対
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
六

児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち

児
童
に
対
す
る
生
活
の
支
援
、
情
報
の
提
供
及
び
相
談
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
七

認
可
外
保
育
事
業
を
行
う
施
設
の
管
理
者
及
び
認
可
外
保
育
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
の
保
育
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
八

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
従
事
す
る

者
で
あ
っ
て
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ロ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
同
行
援
護
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ハ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
動
援
護
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ニ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対
す
る
同
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

ホ

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
従
事
す
る
者

障
害
児
に
対

す
る
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
性
犯
罪
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
を
い
う
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十

二
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
百
四
十
三
条
（
同
項
の
罪
に
係
る
部
分
に
限

る
。）の
罪

二

盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
）
第
四
条
の
罪
（
刑
法
第
二
百
四
十
一
条

第
一
項
の
罪
を
犯
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
保
育
等
従
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

前
項
第
一
号
の
教
育
を
行
う
同
号
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
校
長
及
び
当
該
教
育
を
行
う
教
員

二

前
項
第
二
号
の
教
育
を
行
う
教
育
施
設
の
長
及
び
当
該
教
育
を
行
う
教
員

三

民
間
教
育
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
民
間
教
育
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
等
に
対
し
て
技
芸

又
は
知
識
の
教
授
を
行
う
も
の

四

児
童
発
達
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
児
童
発
達
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
障
害
児
に
対

す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
又
は
同
項
に
規
定
す
る
治
療
に

関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

五

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
従
事
す
る
者

の
う
ち
障
害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

六

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
に
従
事
す

る
者
の
う
ち
障
害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
便
宜
の
供
与
に
関

す
る
業
務
を
行
う
も
の

七

保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
障

害
児
に
対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
五
項
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

八

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児

童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
児
童
に
限
る
。）に
対
す
る
同
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生

活
援
助
を
行
う
も
の

九

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
に
従
事
す
る
者

の
う
ち
児
童
の
遊
び
又
は
生
活
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十

子
育
て
短
期
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
子
育
て
短
期
支
援
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
に

対
す
る
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
一

一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第

六
条
の
三
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
保
護
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の

十
二

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
事
業
所
の
管
理
者
及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る

者
の
う
ち
児
童
の
養
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の


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四

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪

五

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

六

都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
罪
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
罰
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

イ

み
だ
り
に
人
の
身
体
の
一
部
に
接
触
す
る
行
為

ロ

正
当
な
理
由
が
な
く
て
、
人
の
通
常
衣
服
で
隠
さ
れ
て
い
る
下
着
若
し
く
は
身
体
を
の
ぞ
き
見
し
、
若
し
く

は
写
真
機
そ
の
他
の
機
器
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
写
真
機
等
」
と
い
う
。）を
用
い
て
撮
影
し
、
又
は
当
該

下
着
若
し
く
は
身
体
を
撮
影
す
る
目
的
で
写
真
機
等
を
差
し
向
け
、
若
し
く
は
設
置
す
る
行
為

ハ

み
だ
り
に
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
行
為
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

ニ

児
童
と
性
交
し
、
又
は
児
童
に
対
し
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
行
為

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
者
（
そ
の
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
（
当
該
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て「
執
行
猶
予
者
」と
い
う
。）

を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

二
十
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
者
の
う
ち
執
行
猶
予
者
で
あ
っ
て
、
当
該
裁
判

が
確
定
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
な
い
も
の

三

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
罰
金
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
な
い
も
の

（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
責
務
等
）

第
三
条

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
児
童
等
に
対
し
て
教
育
、
保
育
等
の
役
務
を
提
供
す
る

事
業
を
行
う
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
児
童
等
に
対
し
て
当
該
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
行
う
教
員
等
及
び
教
育

保
育
等
従
事
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
努
め
、
仮
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
児

童
等
を
適
切
に
保
護
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

国
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
項
に
定
め
る
責
務
を
確
実
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
制
度
の
整
備
そ
の
他
の
施
策
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
把
握
す
る
た
め
の
措
置
）

第
五
条

学
校
設
置
者
等
は
、
児
童
等
と
の
面
談
そ
の
他
の
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ

が
な
い
か
ど
う
か
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
に
関
し
て
児
童
等
が
容
易
に
相
談
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
講
ず
べ
き
措
置
）

第
六
条

学
校
設
置
者
等
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
犯
罪
事
実
確
認
の

結
果
、
前
条
第
一
項
の
措
置
に
よ
り
把
握
し
た
状
況
、
同
条
第
二
項
の
児
童
等
か
ら
の
相
談
の
内
容
そ
の
他
の
事
情

を
踏
ま
え
、
そ
の
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
教
員

等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
疑
わ
れ
る
場
合
等
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
七
条

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内

閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
実
の
有
無
及
び
内
容
に
つ
い
て
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

学
校
設
置
者
等
は
、
児
童
等
が
教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
児
童
等
の
保
護
及
び
支
援
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
修
の
実
施
）

第
八
条

学
校
設
置
者
等
は
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
取
り

組
む
べ
き
事
項
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
を
教
員
等
に
受
講
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
費
負
担
教
職
員
の
場
合
の
特
例
）

第
九
条

教
員
等
が
県
費
負
担
教
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校

又
は
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
で
定
時
制
の
課
程
を
置
く
も
の
の
教
員
等
で
あ
っ
て
、
同
法
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
も
の
を
い
う
。）で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
学
校
設
置
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

府
県
の
教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
条
中
「
学
校
設
置
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
及
び
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
」
と
す
る
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確

認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
教
員
等
が
勤
務
す
る
学
校
を
設
置
す
る
市
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
第
三
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
十
一
条
及
び
第
三
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）町
村

の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
条
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
当
該
教
員
等
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。）を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等

（
犯
罪
事
実
確
認
義
務
等
）

第
四
条

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
（
施
行
時
現
職
者
（
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
在
し
又
は
行
わ
れ
て
い
る
学
校
等
又
は
児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
の

際
現
に
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
者
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て「
施
行
日
」と
い
う
。）の
前
日
ま
で
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
者
で
あ
っ

て
施
行
日
後
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
つ
い
て
、
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
、
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
書
（
以
下
こ
の
章

及
び
次
章
に
お
い
て
「
犯
罪
事
実
確
認
書
」と
い
う
。）に
よ
る
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
る
か
否
か
の
確
認（
以

下
「
犯
罪
事
実
確
認
」
と
い
う
。）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

学
校
設
置
者
等
は
、
教
員
等
に
急
な
欠
員
を
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
に
よ
り
、
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ

る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ

ば
学
校
等
又
は
児
童
福
祉
事
業
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者

の
犯
罪
事
実
確
認
は
、
そ
の
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
た
日
か
ら
六
月
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
学
校
設
置
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
ま
で
の
間
は
、
そ
の
者
を
特
定
性
犯
罪
事
実

該
当
者
と
み
な
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

学
校
設
置
者
等
は
、
施
行
時
現
職
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
を

経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
全
て
の
者
（
施
行
日
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該

業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
設
置
者
等
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
た
教
員
等
を
そ
の
者
の
直
近
の
犯
罪
事
実
確

認
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
日
（
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
日
を
い
う
。）の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
超
え
て
引
き
続
き
教
員
等
と
し
て
そ
の
本
来
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
き

は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
、
改
め
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
施
設
等
運
営
者
が
あ
る
場
合
の
特
例
）

第
十
条

施
設
等
運
営
者
（
学
校
設
置
者
等
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
国
家
戦
略
特

別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
委
託
を
受
け
て
当

該
学
校
設
置
者
等
が
設
置
す
る
学
校
等
又
は
当
該
学
校
設
置
者
等
が
行
う
児
童
福
祉
事
業
に
係
る
事
業
所
を
管
理
す

る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
学
校
設
置
者
等
」と
あ
る
の
は
、「
学
校
設
置
者
等
及
び
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
等
運
営
者
」

と
す
る
。

２

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
設
置
者
等
又
は
施
設
等
運
営
者
が
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
他
方
の
者
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
第
六
条
の
措
置
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
に
係
る
教
員
等
の
犯
罪
事
実

確
認
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
に
関
す
る
措
置
）

第
十
一
条

第
四
条
（
第
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
記
録

の
提
供
を
受
け
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
」
と
い
う
。）は
、

犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
次

章
に
お
い
て
同
じ
。）の
管
理
責
任
者
の
設
置
そ
の
他
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
及
び
第
三
者
に
対
す
る
提
供
の
禁
止
）

第
十
二
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
犯
罪
事
実
確
認
若

し
く
は
第
六
条
（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
措

置
を
実
施
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
第
三
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

二

訴
訟
手
続
そ
の
他
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
又
は
刑
事
事
件
の
捜
査
の
た
め
に
提
供
す
る
場
合

三

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
提
示
す
る
場
合

四

第
十
六
条
第
一
項
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
若
し
く
は
提
出
若
し
く
は
提
示
を
求
め
ら
れ
、
又
は
質
問
若
し
く
は
検
査
に
応

じ
る
場
合

（
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
十
三
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
犯
罪
事
実
確

認
記
録
等
の
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ

が
大
き
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち

に
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
公
表
）

第
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
第
四
条
（
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
の
氏
名
又

は
名
称
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

（
是
正
命
令
）

第
十
八
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
が
第
十
一
条
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と

認
め
る
と
き（
同
条
の
規
定
の
違
反
に
あ
っ
て
は
、第
十
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）

は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
認
定
等
及
び
認
定
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
等

（
認
定
の
申
請
）

第
十
九
条

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
そ
の
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
（
民
間
教
育
保
育
等
事

業
者
か
ら
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
委
託
を
受
け
て
当
該
民
間
教
育
保

育
等
事
業
者
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
に
係
る
事
業
所
を
管
理
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
前
章
の
規
定

に
よ
り
学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
と
同
等
の
も
の
を
実
施
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
旨
の
内
閣
総
理
大

臣
の
認
定
（
以
下
こ
の
章
（
第
二
十
一
条
第
一
項
を
除
く
。）に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

認
定
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

３

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

そ
の
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の

概
要
及
び
当
該
民
間
教
育
保
育
等
事
業
が
第
二
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
の
事
業
に
該
当
す
る
か

の
別

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
）

第
十
四
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
備
付
け
及
び
定
期
報
告
）

第
十
五
条

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
が
設
置
す
る
学
校
等
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
児
童
福
祉

事
業
の
事
業
所
の
管
理
を
行
う
施
設
等
運
営
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
つ
い

て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
の
適
切
な
実
施
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
実
施
者
等
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪

事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
犯
罪

事
実
確
認
実
施
者
等
の
事
務
所
、
学
校
等
の
施
設
、
児
童
福
祉
事
業
を
行
う
事
業
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入

り
、
犯
罪
事
実
確
認
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
質
問
さ
せ
、若
し
く
は
帳
簿
、

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
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三

前
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

第
二
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
行
う
業
務
が
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に

該
当
す
る
と
思
料
す
る
も
の
の
業
務
の
概
要

五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
二
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
及
び
同
項
第
四
号
の
業
務
の
詳
細
を
説
明
す
る
資
料

二

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
資
料

三

次
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程

四

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
犯
罪
事
実
確
認
を
適
切
に
実
施
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書

面
五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

（
認
定
の
基
準
等
）

第
二
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
に
係
る
前
条
第
三
項
第
二
号
の
民
間
教
育
保
育
等
事
業
及
び
同
項
第
四

号
の
業
務
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
民
間
教
育
保
育
等
事
業
及
び
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該

申
請
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
の
犯
罪
事
実
確
認
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児

童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

三

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児

童
対
象
性
暴
力
等
に
関
し
て
児
童
等
が
容
易
に
相
談
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

四

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
定
め
た
規
程

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
」
と
い
う
。）を
作
成
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
内
容

が
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

犯
罪
事
実
確
認
の
結
果
、
第
二
号
の
措
置
に
よ
り
把
握
し
た
状
況
、
前
号
の
児
童
等
か
ら
の
相
談
の
内
容
そ

の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
て
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
（
第

二
十
六
条
第
七
項
に
お
い
て
「
防
止
措
置
」
と
い
う
。）

ロ

前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
実
の
有
無
及
び
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
の
実
施

ハ

前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
受
け
た
児
童
等
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
児
童
等
を
保
護
し
、
及
び
支
援
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置

五

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
対
す
る
関
心
を
高
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
を
前
条
第
三
項
第
四
号
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
受
講
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

六

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
が
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

（
認
定
等
の
公
表
）

第
二
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
又
は
共
同
認
定
（
以
下
「
認
定
等
」
と
い
う
。）を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
共
同
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営

者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。）の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ

の
代
表
者
の
氏
名

二

認
定
等
に
係
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
以
下
「
認
定
等
事
業
」
と
い
う
。）の
概
要
及
び
第
二
条
第
五
項
各
号

に
掲
げ
る
事
業
の
い
ず
れ
の
事
業
に
該
当
す
る
か
の
別

三

認
定
等
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
の
概
要

五

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

（
認
定
等
の
表
示
）

第
二
十
三
条

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
事
業
に
関
す
る
広
告
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い

て
「
広
告
等
」
と
い
う
。）に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
広
告
等
に
同
項
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
二
十
四
条

認
定
事
業
者
等
は
、
第
二
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

３

認
定
事
業
者
等
は
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
又
は
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
措
置
を
変
更
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
（
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
認
定
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
取
り
消
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
（
認

定
等
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役

員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

二

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、そ
の
執
行
を
終
わ
り
、又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

三

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
共
同
認
定
の
申
請
）

第
二
十
一
条

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
は
、
そ
の
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業
（
事
業
運
営
者
が

管
理
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
前
章
の
規
定
に
よ
り
学
校
設
置
者
等
が
講
ず
べ

き
措
置
と
同
等
の
も
の
を
実
施
す
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
旨
の
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
以
下
「
共
同
認
定
」

と
い
う
。）を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

共
同
認
定
は
、
共
同
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
共
同
の
申
請
に
よ

り
行
う
。

３

第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
共
同
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
十
九
条
第
三
項
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
を
除
く
。）及
び
第
四
項
第
四
号
並
び
に
前
条
第
一
項
各
号
及

び
第
二
項
中
「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
」
と
、
第

十
九
条
第
三
項
第
二
号
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
に
限
る
」
と
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
資
料
」
と
あ
る
の

は
「
資
料
（
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
説
明
し
た
資
料
を
含
む
。）」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
の
遵
守
義
務
）

第
二
十
五
条

認
定
事
業
者
等
は
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
義
務
等
）

第
二
十
六
条

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
（
認
定
時
現
職
者
（
認
定
等
の
際
現
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
者
及
び
認
定
等
を
受
け
た
日
（
以
下
こ
の

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
認
定
等
の
日
」
と
い
う
。）の
前
日
ま
で
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て

い
た
者
で
あ
っ
て
認
定
等
の
日
の
後
に
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
、
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
、犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
に
急
な
欠
員
を
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

事
情
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ

せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
当
該
業
務
を
行
わ
せ
る
ま
で
に
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
い
と
ま
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
直
ち
に
そ
の
者
に
当
該
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
認
定
等
事
業
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
犯
罪
事
実
確
認
は
、
そ
の
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
た
日
か
ら
六
月
以
内

で
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
認
定
事
業
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
う
ま
で
の

間
は
、
そ
の
者
を
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
と
み
な
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
時
現
職
者
に
つ
い
て
は
、
認
定
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
で
政
令
で
定
め
る
期

間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
全
て
の
者
（
認
定
等
の
日
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
当
該
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

認
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
犯
罪
事
実
確
認
が
完
了
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
等
が
法
定
の
期
間
内
に
認

定
等
事
業
に
従
事
す
る
全
て
の
教
育
保
育
等
従
事
者
に
つ
い
て
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
た
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

６

認
定
事
業
者
等
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
た
者
を
そ
の

者
の
直
近
の
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
日
（
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
日
を
い
う
。）の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
超
え
て
引
き
続
き
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従

事
者
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
、
改
め
て
、
そ
の
者
に

つ
い
て
、
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
が
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
他
方
の
者
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
及
び
児
童
対
象
性
暴
力
等
対
処

規
程
に
定
め
る
防
止
措
置
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の

犯
罪
事
実
確
認
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
）

第
二
十
七
条

認
定
事
業
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
認
定
事
業
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条

中
「
第
六
条（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
措
置
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
防
止
措
置
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
、
児
童
福
祉
法
第
二
十

一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条

第
一
項
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一

項
」
と
、「
提
出
若
し
く
は
提
示
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
備
付
け
及
び
定
期
報
告
）

第
二
十
八
条

認
定
事
業
者
等
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
犯
罪
事
実
確
認
の

実
施
状
況
を
記
載
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

認
定
事
業
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
等
（
犯
罪
事
実
確
認
、
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び

第
六
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
措
置
並
び
に
児

童
対
象
性
暴
力
等
対
処
規
程
に
定
め
る
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
措
置
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
実
施
状
況

及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
内
閣

総
理
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
二
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
等
の
適
切
な
実
施
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
適
正
な
管
理
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
認
定
事
業
者
等
に
対
し
、
犯
罪
事
実
確
認
等
の
実
施
状
況
及
び
犯
罪
事

実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
認
定
事

業
者
等
の
事
務
所
、
認
定
等
事
業
を
行
う
事
業
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
犯
罪
事
実
確
認
等
の
実
施
状

況
及
び
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
管
理
の
状
況
に
関
し
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
適
合
命
令
及
び
是
正
命
令
）

第
三
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
等
に

対
し
、
期
限
を
定
め
て
、当
該
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
（
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）は
、
当
該
認
定
事
業
者

等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
三
十
一
条

認
定
事
業
者
等
は
、
認
定
等
事
業
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら

か
じ
め
、
そ
の
旨
及
び
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
止
の
日
」
と
い
う
。）を
内
閣
総
理
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
廃
止
の
日
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
等
は
、
廃
止
の
日
と
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
日
以
後
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
認
定
等
の
取
消
し
等
）

第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
等
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
等
を
受
け
た
と
き
。

二

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
犯
罪
事
実
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
と

き
。

四

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
等
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

一

民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
又
は
事
業
運
営
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

認
定
等
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

三

第
二
十
条
第
一
項
各
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。
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四

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
。

五

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し

た
と
き
（
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
違
反
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。）。

六

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若

し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答

弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
等
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
等

（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
申
請
）

第
三
十
三
条

対
象
事
業
者
（
第
四
条
（
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
従
事
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
特
定

性
犯
罪
事
実
該
当
者
に
該
当
す
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下「
犯
罪
事
実
確
認
書
」と
い
う
。）

の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
交
付
申
請
」
と
い
う
。）の
対
象
と
す
る
従
事
者
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
申
請
従
事
者
」
と
い
う
。）の
行
う
業
務
が
施
設
等
運
営
者
又
は
事
業
運
営
者
が
管
理
す
る
施
設
又

は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
申
請
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
施
設
等
運
営

者
又
は
共
同
認
定
を
受
け
た
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
及
び
事
業
運
営
者
が
共
同
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
事
業
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ

の
代
表
者
の
氏
名

二

申
請
従
事
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

三

申
請
従
事
者
が
勤
務
す
る
学
校
等
の
名
称
及
び
所
在
地
又
は
申
請
従
事
者
が
従
事
す
る
児
童
福
祉
事
業
若
し
く

は
認
定
等
事
業
の
概
要

四

申
請
従
事
者
が
行
う
業
務
の
内
容

五

申
請
従
事
者
が
教
員
等
又
は
認
定
等
に
係
る
教
育
保
育
等
従
事
者
の
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
従
事
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
予
定
の
日
（
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に

お
い
て
「
従
事
予
定
日
」
と
い
う
。）

六

交
付
申
請
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
で
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
交
付
申
請
を
し
た
者
の
う
ち
犯
罪
事

実
確
認
書
の
送
付
を
受
け
る
者

七

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

４

前
項
の
申
請
書
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。）に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
従
事
者
と
対
象
事
業
者
と
の
間
の
雇
用
契
約
の
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
申
請
従
事
者
を
交
付
申
請

に
係
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

５

対
象
事
業
者
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
申
請
従
事
者
に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請

対
象
者
情
報
（
当
該
申
請
従
事
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別
並
び
に
当
該
対
象
事
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
三
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。）を
記
載
し
た
書
面
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
内
閣
総
理
大
臣

に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類
（
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申

請
従
事
者
に
係
る
除
か
れ
た
戸
籍
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）

イ

当
該
申
請
従
事
者
の
本
籍
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
特
定
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
本
人
特
定
情
報
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
ロ
に
お
い
て「
本
籍
等
」

と
い
う
。）が
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
全
て
の
戸
籍
の
抄
本
、
戸
籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
、

同
法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戸
籍
証
明
書
又
は
戸
籍
の
謄
本

ロ

当
該
申
請
従
事
者
の
本
籍
等
が
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
た
全
て
の
除
か
れ
た
戸
籍
の
抄
本
、
除
か
れ
た
戸

籍
に
記
載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
、
戸
籍
法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
籍
証
明
書
又
は
除
か
れ

た
戸
籍
の
謄
本

二

申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合

当
該
申
請
従
事
者
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
本
人
特
定
情
報
を
把
握
す
る
た
め
に

必
要
な
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
従
事
者
が
同
項
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
の

う
ち
に
当
該
申
請
従
事
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
提
出
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
（
本
人
特
定
情
報
の
変
更
の
有
無
及
び
内
容
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

申
請
従
事
者
が
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
を
当
該
対
象
事
業
者
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
と

き
は
、
当
該
対
象
事
業
者
は
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

８

内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
人
特
定
情
報
の
確
認
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
、
指
定
都
市
の
区
若
し
く
は

総
合
区
又
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
照
会
し
、
又
は
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
確
認
）

第
三
十
四
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
申
請
従
事
者
に
係
る

次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
本
人
特
定
情
報
」
と
い
う
。）を
提
供
し
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を

通
知
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

氏
名
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全
て
の
氏
名
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

二

出
生
の
年
月
日

三

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ

当
該
申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
場
合

本
籍
（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
全

て
の
本
籍
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

ロ

当
該
申
請
従
事
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る

国
籍
等
（
以
下
こ
の
ロ
及
び
次
項
に
お
い
て
「
国
籍
等
」
と
い
う
。）（
変
更
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
変
更

前
の
全
て
の
国
籍
等
及
び
変
更
の
年
月
日
を
含
む
。）

２

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
各
号
の
い
ず
れ
の
場
合
に
該
当
す
る
か
の
確
認
を
行
っ
た
日
（
次
条
第
四
項
及
び
第

三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
確
認
日
」
と
い
う
。）を
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
事
件
（
拘
禁
刑
又
は
罰
金
を
言
い
渡
す
裁
判
が
確
定
し
た
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）の
保
管
記
録
（
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
保
管
記
録
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
さ
れ
た
被
告
人
の
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
本
籍

又
は
国
籍
等
の
う
ち
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
本
人
特
定
情
報
に
合
致
す
る
も
の
が
な
い
場
合

そ

の
旨


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二

特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
事
件
の
保
管
記
録
に
記
録
さ
れ
た
被
告
人
の
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
本
籍
又
は

国
籍
等
の
う
ち
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
本
人
特
定
情
報
に
合
致
す
る
も
の
が
あ
る
場
合

本
人
特

定
情
報
に
合
致
す
る
被
告
人
の
特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

罪
名

ロ

裁
判
（
拘
禁
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
確
定
裁
判
に
限
る
。）の
主
文
の
内
容

ハ

ロ
の
裁
判
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
令
の
適
用

ニ

ロ
の
裁
判
が
確
定
し
た
日

ホ

当
該
被
告
人
が
当
該
特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
、
そ
の
言
渡
し

が
取
り
消
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

ヘ

当
該
被
告
人
が
当
該
特
定
性
犯
罪
に
つ
い
て
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
）

第
三
十
五
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
交
付
申
請
を

し
た
対
象
事
業
者
に
対
し
、
当
該
交
付
申
請
に
係
る
申
請
従
事
者
の
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

交
付
申
請
が
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
で
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
事

実
確
認
書
の
交
付
は
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
三
項
第
六
号
の
者
に
対
し
て
犯
罪
事
実
確
認
書
を
送
付
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
（
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る

基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。）又
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
対
象
事
業
者
か
ら
の
交
付
申
請

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
命
令
に
係
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
る
ま
で
の
間
は
、
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交

付
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

４

犯
罪
事
実
確
認
書
に
は
、
申
請
対
象
者
情
報
及
び
確
認
日
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
。

一

申
請
従
事
者
が
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

そ
の
旨

二

申
請
従
事
者
が
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
申
請
従
事
者
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
の
区
分

ロ

そ
の
特
定
性
犯
罪
の
裁
判
が
確
定
し
た
日

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
に
係
る
申
請
従
事
者
に
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
す
る

内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

交
付
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
（
当
該
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求

が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、当
該
訂
正
請
求
に
係
る
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
ま
で
）

は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
事
実
確
認
書
の
様
式
そ
の
他
の
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
の
手
続
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
）

第
三
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
申
請
従
事
者
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿（
次
項
に
お
い
て「
犯

罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
」
と
い
う
。）を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

本
人
特
定
情
報

二

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
第
三
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三

第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
次
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
か
ら
通
知
さ
れ
た
事
項

四

次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
決
定
の
内
容

五

犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
し
た
事
項
及
び
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
の
日

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
の
様
式
そ
の
他
犯
罪
事
実
確
認
書
管
理
簿
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
訂
正
請
求
）

第
三
十
七
条

第
三
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
申
請
従
事
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ

た
内
容
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
内
容
」
と
い
う
。）が
事
実
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣

に
対
し
、
当
該
通
知
内
容
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。）は
、
第
三
十
五
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

訂
正
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

訂
正
請
求
を
す
る
者
の
申
請
対
象
者
情
報

二

訂
正
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
法
務
大
臣

に
対
し
、
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
確
認
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

法
務
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
、
そ
の
内
容
を
訂
正
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

内
閣
総
理
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
通
知
内
容
を
訂
正
す
る
旨
の
決
定
を
し
、
訂

正
請
求
を
し
た
申
請
従
事
者
に
対
し
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
交
付
申
請
を
し
た
対
象
事
業
者

に
対
し
訂
正
し
た
内
容
を
記
載
し
た
犯
罪
事
実
確
認
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

内
閣
総
理
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
通
知
内
容
を
訂
正
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
、

訂
正
請
求
を
し
た
申
請
従
事
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
の
廃
棄
及
び
消
去
）

第
三
十
八
条

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等（
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
対
象
事
業
者
及
び
第
九
条
第
二
項
、

第
十
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
犯
罪
事
実

確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
確
認
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日

を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
（
犯
罪
事
実
確
認
書
及
び
犯
罪
事
実
確

認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
係
る
記
録
（
第
四
十
六
条
第
三
号
に
お
い
て
「
犯
罪
事
実
確
認
記
録
」
と
い
う
。）を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
廃
棄
し
及
び
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
は
、
犯
罪
事
実
確
認
に
係
る
申
請
従
事
者
が
離
職
し

た
場
合
又
は
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
が
当
該
申
請
従
事
者
を
任
命
せ
ず
若
し
く
は
雇
用
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
が
経
過
す
る
日
ま

で
に
、
当
該
申
請
従
事
者
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
廃
棄
し
及
び
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
従
事
者
が
離
職
し
た
場
合

離
職
の
日

二

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
が
当
該
申
請
従
事
者
を
任
命
せ
ず
又
は
雇
用
し
な
か
っ
た
場
合

従
事
予
定
日
と

し
て
当
該
申
請
従
事
者
の
犯
罪
事
実
確
認
書
の
申
請
書
に
記
載
し
た
日
（
当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
の
日
が

当
該
従
事
予
定
日
よ
り
遅
い
と
き
は
、
当
該
交
付
の
日
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
は
、
学
校
設
置
者
等
、
施
設
等
運
営
者
又
は
認
定

事
業
者
等
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
が
経
過
す
る
日
ま
で
に
、

当
該
犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
が
取
得
し
た
全
て
の
犯
罪
事
実
確
認
記
録
等
を
廃
棄
し
及
び
消
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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（
職
員
等
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
三
十
九
条

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ

の
職
員
若
し
く
は
従
業
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
犯
罪
事
実
確
認
書
（
第
三

十
五
条
第
四
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
記

載
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
手
数
料
）

第
四
十
条

認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
こ
れ
ら
が
行
う
民
間
教
育
保
育
等
事
業

の
事
業
所
の
管
理
を
行
う
事
業
運
営
者
を
除
く
。）は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
大
臣
へ
の
協
議
）

第
四
十
一
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
及
び
第
三
号
ハ
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
九
号
、第
四
条
第
二
項（
第

九
条
第
一
項
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条
及
び
第

七
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
内
閣
府
令

文
部
科
学
大
臣

二

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令

文
部
科
学
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

（
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
へ
の
内
閣
総
理
大
臣
に
係
る
権
限
の
委
任
）

第
四
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
委
任
す
る
。

第
六
章

罰
則

（
情
報
不
正
目
的
提
供
罪
）

第
四
十
三
条

犯
罪
事
実
確
認
書
受
領
者
等
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ

の
職
員
若
し
く
は
従
業
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載

さ
れ
た
情
報
を
自
己
又
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
犯
罪
事
実
確
認
書
不
正
取
得
罪
）

第
四
十
四
条

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
犯
罪
事
実
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し

た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
虚
偽
表
示
罪
及
び
情
報
漏
示
等
罪
）

第
四
十
五
条

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
第
一
項
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付

し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

第
三
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
犯
罪
事
実
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
内

容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
帳
簿
の
不
備
等
の
罪
）

第
四
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

一

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

た
と
き
。

三

第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
犯
罪
事
実
確
認
書
の
廃
棄
又
は
犯
罪
事
実
確
認
記
録
の
消
去
を
し
な
か
っ
た

と
き
。

（
国
外
犯
）

第
四
十
七
条

第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪
を
犯
し

た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
両
罰
規
定
）

第
四
十
八
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人

の
業
務
に
関
し
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
前
の
刑
法
に
規
定
す
る
罪
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
）

第
二
条

第
二
条
第
七
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
は
、
同
号

に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

一

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
刑
法
一
部
改
正
法
」

と
い
う
。）に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
百
七
十
八
条
の
二
、
第
百
八
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
の

罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

二

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

２

第
二
条
第
七
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
罪
（
刑
法
一
部
改
正
法
に
よ
る
改
正

前
の
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
前
段
の
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。）は
、
同
号
に
掲
げ
る

罪
と
み
な
す
。

（
懲
役
を
言
い
渡
す
裁
判
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
）

第
三
条

第
二
条
第
八
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
一
号
並
び
に

第
二
号
ロ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
又
は
そ
の
全
部
の
執

行
猶
予
を
言
い
渡
す
裁
判
は
、
拘
禁
刑
又
は
そ
の
全
部
の
執
行
猶
予
を
言
い
渡
す
裁
判
と
み
な
す
。

（
準
備
行
為
）

第
四
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政

令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
学
校

設
置
者
等
、
教
員
等
、
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
、
教
育
保
育
等
従
事
者
及
び
特
定
性
犯
罪
事
実
該
当
者
の
範
囲
を

含
め
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


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第
二
十
四
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
は
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
四
条
の
十
六
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場
合

当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
十
四
条
の
十
七
第
九
号
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ

る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
十
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
中
「
維
持
す
る
」
を
「
維
持
し
、
又
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業

者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
至
つ
た
と
き
は
」
を
「
至
つ
た
場
合
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
若
し
く
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

を
行
う
者
が
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場

合
に
は
」
に
改
め
、「
適
合
す
る
た
め
」
の
下
に
「
又
は
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
の
規
定
は
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
館
、
児
童
養

護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
（
第
四
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

「
乳
児
院
等
」
と
い
う
。）の
設
置
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
条
中
「
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
」
を
「
こ
の
法
律
若
し
く
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業

者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
」
に
、「
勧
告
し
、
又
は
」

を
「
勧
告
し
、」に
改
め
、「
か
つ
、」の
下
に
「
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」を
、

「
認
め
ら
れ
る
と
き
は
」
の
下
に
「
、
当
該
設
置
者
に
対
し
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
こ
の
」
を
「
若
し
く
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に

よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
」に
改
め
、「
か
つ
、」の
下
に「
当

該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
に
」
を
「
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象

性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

学
校
教
育
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二

学
校
（
大
学
を
除
く
。）の
設
置
者
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児

童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
並
び
に
児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生

を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
専
修
学
校
に
、」の
下
に
「
第
十
二
条
の
二
の
規
定
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
を
置
く

も
の
に
限
る
。）に
、」を
加
え
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
が
設

置
す
る
児
童
相
談
所
に
つ
い
て
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び
児
童
対
象
性

暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力

等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
し
、
及
び

児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関

す
る
法
律
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場
合

当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
第
十
号
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育

等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
維
持
す
る
」
を
「
維
持
し
、
又
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ

る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
」に
、「
求
め
、」を「
求

め
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
達
し
な
い
と
き
は
」
を
「
達
し
な
い
場
合
又
は
乳
児
院
等
の
設
置
者
が
学

校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

若
し
く
は
同
法
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
場
合
に
は
」
に
、

「
勧
告
し
、
又
は
」
を
「
勧
告
し
、」に
改
め
、「
か
つ
、」の
下
に
「
そ
の
施
設
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」
を
加

え
、
同
条
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
又
は
運
営
が
第
四
十
五
条
第
一
項
の
基
準
に
達
せ
ず
、か
つ
、」を「
前

項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
施
設
の
運
営
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
若
し
く
は
こ
の
」
を
「
若
し
く
は
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童

対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
）

第
六
条

第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
施

設
の
設
置
者
は
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
児
童
対
象
性
暴
力
等
（
同

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
防
止
し
、
及
び

児
童
対
象
性
暴
力
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
子
ど
も
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
社
会
福
祉
法
」
の
下
に
「
、
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る

児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。
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（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
六
号
」
を
「
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
七
号
」

に
改
め
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、第
十
九
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
八
号
の
二
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三
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